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日米金利差拡大と東アジア域内為替相場の不安定化

　米国連邦準備制度理事会（FRB）は、2014年10月に量的金融緩和政策をやめる一方、2015

年12月16日から政策金利（FF金利）を引上げ始めた。2016年に1度、2017年に3度、そして

2018年3月に0.25％ポイントずつ政策金利を引上げ、FF金利の目標値を1.5%～1.75%とした。

さらに、FRBは2017年10月から金融政策正常化計画に則って資産圧縮を開始した。一方、欧

州中央銀行（ECB）は2014年6月5日より、日本銀行は2016年1月29日よりマイナス金利を採

用した。ECBは、2017年4月以降の量的金融緩和政策を縮小することを決定した一方、日本銀

行は依然として金融緩和を続けるスタンスを取り続けている。このように、現時点では、日米

欧の間で金融政策のスタンスは三者三様となり、とりわけ、日米欧の金利は異なる方向に進ん

でいる。

　米国で金利が上昇すると、新興市場国から資金が米国に逆流して、新興市場国の金利や株

価、そして為替相場に影響を及ぼすことが懸念されている。これらの経済変数にどのような影

響を及ぼすかについて、「国際金融のトリレンマ」に基づいて類型化してみよう。

　まず、「国際金融のトリレンマ」とは、3つの望ましい状況（①「自由な国際資本移動」と

②「金融政策の自律性」と③「為替相場の安定」）を同時達成することができないというもの

である。為替相場決定の基本的な考え方である金利平価式を使って、このことを説明する。自

由な国際資本移動の下では金利裁定が働いている。自国の投資家が自国で資金運用・資金調達

する場合の自国通貨建て金利と自国の投資家が外国で資金運用・資金調達する場合の予想リ

ターン、すなわち、外国通貨建て金利＋予想為替相場変化率を比較して、金利裁定取引が行わ

れる。リスク中立的な投資家を想定すれば、金利裁定取引の結果、両者は均等化する。すなわ

ち、自国通貨建て金利＝外国通貨建て金利＋予想為替相場変化率となる。

　この金利平価式に従えば、為替相場の安定は予想為替相場変化率がゼロであることを意味す

るので、自国通貨建て金利＝外国通貨建て金利、すなわち、自国通貨建て金利は為替相場を安

定化する対象の外国通貨建て金利と等しくせざるを得ない。一方、自国通貨建て金利を外国通

貨建て金利と異なる水準にすると、その外国通貨に対する自国通貨の為替相場の予想変化率が

ゼロとはならず、為替相場の安定を達成することができない。

　日本のように自由な国際資本移動を前提とすると、為替相場の安定（自国通貨の対米ドル減

信金中金月報掲載論文編集委員長

小川　英治
（一橋大学大学院 商学研究科教授）
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価）と金融政策の自律性（米国金利引上げの追随）はトレードオフにあり、どちらか一方しか

選択することができない。すなわち、①「自由な国際資本移動」の下で、③「為替相場の安

定」を実現するためには、米国金利引上げに追随する必要がある。一方、①「自由な国際資本

移動」の下で、	②「金融政策の自律性」を実現するためには、為替相場の変動を許す必要があ

る。そして、もし②「金融政策の自律性」と③「為替相場の安定」を実現したいならば、資本

規制を課す必要がある。

　この国際金融のトリレンマの中で、米国の金利上昇に対して各国が「自由な国際資本移動」

の下で「金融政策の自律性」と「為替相場の安定」のどちらを重視し、どのような金融政策対

応を行うかに依存して、金利が変化するのか、あるいは、為替相場が変化するのかが決まる。

Ogawa	and	Wang(2016)の実証分析の結果を見ると、日本は、米国の金利上昇に対して金利が

それほど反応しないものの、為替相場が反応することを示している。一方、韓国などの資本管

理のないその他の東アジア諸国では、米国の金利上昇に対して金利が反応するものの、為替相

場がそれほど反応しないことを示している。さらに、中国などのいくつかの資本管理のある国

では、米国の金利上昇に対して金利も為替相場もそれほど反応しないことを示している。

　これは、日本が「為替相場の安定」よりも「金融政策の自律性」を重視していること、韓国

などのその他の東アジア諸国は「金融政策の自律性」よりも「為替相場の安定」を重視してい

ること、そして、中国は、「金融政策の自律性」と「為替相場の安定」の両方を重視するため

に、資本規制を課して、「自由な国際資本移動」を放棄していることを意味する。

　資本管理のない東アジア諸国のなかで、日本のように米国の金利上昇に対して金利があまり

反応しない国と韓国のように米国の金利上昇に対して金利が反応する国が存在すると、米国の

金利上昇によって、日本と韓国等の東アジア諸国との間で金利差が拡がることを意味する。こ

の拡大した金利差に反応して、投機家がキャリートレードを行い、金利の相対的に低い日本円

で資金調達し、それを日本円から韓国ウォンなどのその他の東アジア諸国通貨に外国為替市場

で交換し、金利の相対的に高い韓国ウォンなどに資金運用する。これは、外国為替市場で日本

円売り・その他の東アジア諸国通貨買いの取引が増大することによって、日本円とその他の東

アジア諸国通貨の為替相場が変化することになる。

　このように、米国で金利が上昇すると、東アジアの新興市場国から資金が米国に逆流するこ

とに加えて、東アジア諸国間の米国金利上昇に対する政策対応の相違から東アジア域内為替相

場が不安定化することが懸念される。
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調 査

第171回全国中小企業景気動向調査
（2018年1～3月期実績・2018年4～6月期見通し）

1～3月期業況は改善一服
【特別調査－経営者の健康管理と事業の継続について】

信金中央金庫
地域・中小企業研究所

調査の概要
１．調査時点：2018年3月1日～7日
２．調査方法：全国各地の信用金庫営業店の調査員による、共通の調査表に基づく「聴取り」調査
３．標 本 数：15,650企業（有効回答数	14,204企業・回答率	90.8％）
　　※　有効回答数のうち従業員数20人未満の企業が占める割合は71.0％
４．分析方法：各質問項目について、「増加」（良い）－「減少」（悪い）の構成比の差＝判断D.I.に基づく分析

（概　況）
1	．18年1～3月期（今期）の業況判断D.I.は△2.1、前期に比べ3.3ポイントの低下と、改善一
服となった。
　収益面では、前年同期比売上額判断D.I.がプラス1.2と前期比0.1ポイント改善、同収益判断
D.I.は△4.4と同1.8ポイント低下した。販売価格判断D.I.は同0.7ポイント低下し、プラス4.9
となった。人手過不足判断D.I.は△26.9と、同0.2ポイント低下し、人手不足感は一段と強
まった。業種別の業況判断D.I.は、小売業と不動産業を除く4業種で低下した。地域別では、
11地域中、首都圏を除く10地域で低下した。
2	．18年4～6月期（来期）の予想業況判断D.I.は△0.3、今期実績比1.8ポイントの改善見通し
である。業種別には、建設業と不動産業を除く4業種で､ 地域別には11地域中8地域で改善
する見通しにある。

業種別天気図
時　期

業種名
2017年
10～12月

2018年
1～3月

2018年
4～6月
（見通し）

総 合

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

建 設 業

不 動 産 業

地域別天気図（今期分）
地　域

業種名

北
海
道

東

北

関

東

首
都
圏

北

陸

東

海

近

畿

中

国

四

国

九
州
北
部

南
九
州

総 合

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

建 設 業

不 動 産 業
（この天気図は、過去1年間の景気指標を総合的に判断して作成したものです。）	

→低調好調←
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1．全業種総合

○業況は改善一服

18年1～3月期（今期）の業況判断D.I.は	

△2.1、前期と比べ3.3ポイント低下と、4四

半期ぶりの改善一服となった（図表1）。な

お、今回の低下幅は、前回調査時における今

期見通し（5.0ポイントの低下見通し）に比

べ1.7ポイント小幅にとどまった。

収益面では、前年同期比売上額判断D.I.が

プラス1.2と前期比0.1ポイント改善、同収益

判断D.I.が△4.4と同1.8ポイントの低下と

なった。なお、前期比売上額判断D.I.は△4.1、

同収益判断D.I.は△7.1と、それぞれ前期比

11.4ポイント、同9.4ポイントの大幅低下と

なった。

販売価格判断D.I.はプラス4.9と、前期比

0.7ポイント低下したものの、6四半期連続で

プラス水準を維持した（図表2）。また、仕

入価格判断D.I.は、プラス23.6、同1.0ポイン

ト上昇した。

雇用面では、人手過不足判断D.I.が△26.9

（マイナスは人手「不足」超、前期は△26.7）、

前期比0.2ポイント低下と、より一層人手不

足感が強まり、前期に引き続き、92年4～6

月期（△27.5）以来、26年ぶりの厳しい水準

となった（図表3）。

資金繰り判断D.I.は△6.8と、前期比1.4ポ

イント低下したものの、引き続き高い水準を

維持している。

設備投資実施企業割合は前期比0.4ポイン

ト上昇の22.0％となった。

業種別の業況判断D.I.は、小売業、不動産

業を除く4業種で低下した。とりわけ、製造

業と卸売業では、前期比5ポイント超の低下

幅となった。

地域別の業況判断D.I.は、全11地域中、首

都圏を除く10地域で低下となった。なかで

13. 3 14. 3 15. 3 16. 3 17. 3 18. 3

1.2
△2.1
△4.4

△70
△60
△50
△40
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20
30
（D.I.）

業況判断D.I.

前年同期比売上額判断D.I.

前年同期比収益判断D.I.

図表1　主要判断D.I.の推移

図表2　販売価格・仕入価格判断D.I.の推移
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図表3 　設備投資実施企業割合、資金繰り 
判断D.I.等の推移
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借入難易度判断D.I.（左目盛）
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も、北海道と北陸は前期比10ポイントを超

える低下幅をみせた。

○改善の見通し

来期の予想業況判断D.I.は△0.3、今期実績

比1.8ポイントの改善見通しとなった。なお、

今回の予想改善幅は、過去10年の平均（0.8

ポイントの改善見通し）を上回っている。

業種別の予想業況判断D.I.は、建設業と不

動産業を除く4業種で改善する見通しとなっ

ている。地域別では、全11地域中、東海、

九州北部、南九州を除く8地域で改善を見込

んでいる。とりわけ、北陸は、10ポイント

を超える改善幅を見込んでいる。

2．製造業

○業況は4四半期ぶりの改善一服

今期の業況判断D.I.はプラス2.5と、前期比

5.4ポイント低下し、4四半期ぶりの改善一服

となったが、業況判断D.I.のプラス水準は維

持された（図表4）。

前年同期比売上額判断D.I.はプラス6.4、前

期比0.1ポイントの改善となったものの、同

収益判断D.I.は△1.1、同3.8ポイントの低下

となった。なお、前期比売上額判断D.I.は、

前期比14.6ポイント低下して△2.0、同収益

判断D.I.は、同12.1ポイント低下して△5.2

と、季節的な要因もあり、ともに大きく低下

した。

○人手不足感は一段と強まる

設備投資実施企業割合は25.8％と、前期に

比べ0.5ポイント上昇し、2四半期ぶりの改善

となった。

人手過不足判断D.I .は△27.8（前期は	

△26.6）と、人手不足感は一段と強まった。

販売価格判断D.I.はプラス3.6、前期比横ば

いで、4四半期続けてプラス水準（「上昇」

という回答が「下降」を上回る）での推移と

なった。一方、原材料（仕入）価格判断D.I.は

プラス29.0と、前期比3.5ポイント上昇し、

価格を「上昇」と回答した企業は一段と増加

した。

なお、資金繰り判断D.I.は△5.9、前期比

1.3ポイント低下と、2四半期ぶりの小幅低下

となった。

○全22業種中、改善は6業種にとどまる

業種別業況判断D.I.は、製造業全22業種

中、6業種で改善、16業種で低下となった。

なお、水準面でプラスにとどまっているのは

12業種となった（図表5）。

素材型業種は､ 全7業種中、繊維が10ポイ

ント超の大幅な改善となったものの、それ以

外の6業種では低下した。

6.4
2.5
△1.1

13.	3 14.	3 15.	3 16.	3 17.	3 18.	3

（D.I.）

前年同期比売上額

業況

△70
△60
△50
△40
△30
△20
△10
0
10
20
30

前年同期比収益

図表4　製造業　主要判断D.I.の推移
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部品加工型業種は、全3業種中、金属製品

で改善（4四半期連続）となったものの、プ

ラスチックと金属プレスでは低下した。

建設関連型業種は、全4業種中、家具が10

ポイント超の大幅改善（プラス転換）となっ

たものの、それ以外の3業種では低下した。

機械器具型業種は、全4業種中、改善･低

下それぞれ2業種ずつとまちまちだったが、

4業種そろってプラス水準は維持した。

消費財型業種は、全4業種中、玩具･ス

ポーツで改善したものの、それ以外の3業種

では低下した。

○輸出主力型は3四半期連続で改善

販売先形態別の業況判断D.I.は、5形態す

べてで低下した。とりわけ、小売業者型と最

終消費者型では前期比10ポイント超の大幅

低下となった。

輸出主力型の業況判断D.I.は前期比1.8ポイ

ント改善してプラス19.4となった一方、内需

主力型は同5.6ポイント低下してプラス1.5と

なった。輸出型が改善するのは3四半期続け

てのことである。

従業員規模別の業況判断D.I.は、100人以

上の階層で小幅改善したものの、それ以下の

階層では低下した。なお、1～19人の階層で

は前期比7.1ポイント低下して△4.7となり、

全階層の中で唯一、マイナス水準となった。

○全11地域中、改善は2地域のみ

地域別の業況判断D.I.は、全11地域中、首

都圏と九州北部で改善したものの、それ以外

の9地域では低下した（図表6）。とりわけ、

図表5　業種別業況判断D.I.の推移
 （D.I.）

△40			△30			△20			△10		 				

素材型

繊維

化学

皮製品

ゴム

鉄鋼

非鉄金属

紙・パルプ

部　品
加工型

プラスチック

金属製品

金属プレス･メッキ

建　設
関連型

窯業・土石

建設建築用金属

木材・木製品

家具・装備品

機　械
器具型

一般機械

電気機械

輸送用機器

精密機械

消　費
財　型

衣服その他

食料品

玩具・スポーツ

出版・印刷

全	業	種	平	均

●前期（2017年10～12月期）◯今期（2018年1～3月期）
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図表6　地域別業況判断D.I.の推移
 （D.I.）
	 △30 	 △20 	 △10 	 0 	 10 	 20 	 30
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東　北

関　東
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南九州

全地域平均

●前期（2017年10～12月期）◯今期（2018年1～3月期）
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北海道、東北、北陸では前期比10ポイント

超の大幅低下となった。なお、業況判断

D.I.の水準面では、全11地域中、関東、首都

圏、東海、近畿、中国、九州北部の6地域が

プラス水準を維持している。

○業況は2四半期ぶりに改善の見通し

来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比2.9

ポイント改善してプラス5.4と、2四半期ぶり

の改善を見込んでいる。

業種別には、全22業種中、13業種で改善

見通しにある。とりわけ、紙パルプ、食料

品、鉄鋼など4業種では10ポイント超の大幅

改善を見込んでいる。

地域別には、全11地域中、近畿と九州北

部で小幅低下が見込まれているものの、それ

以外の9地域では改善の見通しにある。な

お、水準面では8地域でプラスの維持が見込

まれている。

3．卸売業

○業況は4四半期ぶりの低下

　今期の業況判断D.I.は△12.5、前期比7.7ポ

イントの低下と、4四半期ぶりの低下となっ

た（図表7）。

　また、前年同期比売上額判断D.I.は△3.0、

前期比1.0ポイントの低下、同収益判断D.I.は

△7.2、同2.6ポイントの低下となった。

○全15業種中、11業種で低下

　業種別の業況判断D.I.は、全15業種中、貴

金属や鉱物燃料など4業種で改善したもの

の、それ以外の11業種では低下した。一方、

地域別には、全11地域で低下となった。な

かでも、北海道、北陸、中国、四国では10

ポイント超の大幅低下となった。

○改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は△4.8、今期実績

比7.7ポイントの改善を見込んでいる。業種

別には、全15業種のうち、農･畜･水産物や

飲食料品など10業種で改善の見通しとなっ

ている。また、地域別には、全11地域中、

四国を除く10地域で改善が見込まれている。

4．小売業

○業況は改善

　今期の業況判断D.I.は△19.3、前期比0.6ポ

イントの改善となった（図表8）。

　なお、前年同期比売上額判断D.I.は△11.8

と、前期比1.8ポイント改善、同収益判断D.I.	

は△17.4と、同0.8ポイント改善となった。

○全11地域中、6地域で低下

　業種別の業況判断D.I.は、全13業種中、7

△3.0
△7.2
△12.5

△70
△60
△50
△40
△30
△20
△10
0
10
20
30
（D.I.）

前年同期比収益 前年同期比売上額

業況

13.	3 14.	3 15.	3 16.	3 17.	3 18.	3

図表7　卸売業　主要判断D.I.の推移
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業種で改善となった。なかでも燃料で20ポ

イント超の大幅改善となった。地域別では、

全11地域中、6地域で低下し、とりわけ、南

九州では20ポイント超の大幅低下となった。

	

○改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は△16.0、今期実

績比3.3ポイントの改善を見込んでいる。

　業種別には、全13業種中、11業種で改善

の見通しとなっている。また、地域別では全

11地域中、北海道、中国を除く9地域で改善

の見通しとなっている。

5．サービス業

○業況は低下

　今期の業況判断D.I.は△6.4、前期比2.6ポ

イントの低下となった（図表9）。

　なお、前年同期比売上額判断D.I.は△2.6、

前期比0.9ポイント低下した。また、同収益

判断D.I.は△6.4と、同0.7ポイント低下した。

○全8業種中、4業種で低下

　業種別の業況判断D.I.は、全8業種中、4業

種で低下した。なかでも、旅館・ホテルが

10ポイント超の低下となった。

　地域別では、全11地域中、7地域で低下

し、北陸は30ポイント超の大幅な低下と

なった。

○改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は△5.0、今期実績

比1.4ポイントの改善を見込んでいる。業種

別では、洗濯・理容・浴場で10ポイント超

の大幅な改善が見込まれている。

　地域別には全11地域中、6地域で改善が見

込まれている。

6．建設業

○業況は低下

今期の業況判断D.I.はプラス12.3、前期比

4.4ポイントの低下となった（図表10）。

前年同期比売上額判断D.I.は前期比0.8ポイ

ント低下のプラス7.6となった。また、同収

益判断D.I.は同2.9ポイント低下のプラス1.0

となった。

△70
△60
△50
△40
△30
△20
△10
0
10
20
30
（D.I.）

△11.8
△17.4
△19.3

13.	3 14.	3 15.	3 16.	3 17.	3 18.	3

業況

前年同期比売上額前年同期比収益

図表8　小売業　主要判断D.I.の推移
（D.I.）

△2.6
△6.4
△6.4

13.	3 14.	3 15.	3 16.	3 17.	3 18.	3

前年同期比売上額

業況 前年同期比収益
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図表9　サービス業　主要判断D.I.の推移
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○全請負先で低下

　業況判断D.I.を請負先別でみると、4請負

先全てで低下となり、なかでも個人では10

ポイントの大幅低下となった。

　地域別では、全11地域中、7地域で低下と

なり、なかでも北海道、北陸では、10ポイ

ント超の大幅低下となった。

○低下の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比5.6

ポイント低下のプラス6.7を見込む。

　請負先別では、4請負先の個人以外は低

下、地域別では、全11地域中、7地域で低下

の見通しとなっている。

7．不動産業

○業況は改善

　今期の業況判断D.I.は、前期比4.9ポイント

改善のプラス13.1となった（図表11）。

　前年同期比売上額判断D.I.は前期比1.5ポイ

ント改善のプラス9.1、同収益判断D.I.は同

1.6ポイント改善のプラス7.3となった。

○全11地域中、9地域が改善

業況判断D.I.を業種別でみると、全5業種

中、建売、仲介など4業種で改善となった。

地域別では、全11地域中、9地域で改善し

た。なかでも、中国、四国、九州北部は10

ポイント超の大幅な改善となった。

○低下の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比1.0

ポイント低下のプラス12.1を見込む。

　業種別では、全5業種中、仲介以外は改善

を見込む。地域別では全11地域中、5地域で

改善の見通しとなっている。

図表11　不動産業　主要判断D.I.の推移

13.1
9.1
7.3

13.	3 14.	3 15.	3 16.	3 17.	3 18.	3
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前年同期比売上額 業況

前年同期比収益
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図表10　建設業　主要判断D.I.の推移
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○高齢化進むが一部で世代交代も

経営者（社長）の年齢階層については、

「60歳代（32.0％）」が最も高かった（図表12）。

これまでの調査を時系列でみると、70歳代

以上の比率の上昇が続いており、高齢化が進

んでいることがうかがえる。一方で、40歳

代の比率も同時に上昇していることから、一

部では世代交代が進んでいるものとみられる。

社長の代については、「2代目（43.8％）」

が最も高く、以下「創業者（31.3％）」が続

いた。前回（2005年）の調査と比較すると、

創業者の割合が低下した。

特別調査
経営者の健康管理と事業の継続について

図表12　社長（代表者）の年齢と社長の代  （単位：%）

社長の年齢階層 社長の代

20歳代、
30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

以上 創業者 2代目 3代目 4代目 5代目
以上

全　　　　体 3.3 17.6 26.4 32.0 20.6 31.3 43.8 16.3 4.9 3.8

地
　
域
　
別

北 海 道 2.8 14.5 25.7 36.8 20.2 20.3 43.4 23.8 7.1 5.4
東 北 2.9 15.8 25.5 36.4 19.3 23.8 41.6 19.5 7.9 7.3
関 東 3.1 19.7 25.4 31.6 20.1 25.7 42.7 20.3 5.2 6.1
首 都 圏 2.5 15.2 26.1 30.5 25.6 39.4 46.2 10.8 2.1 1.4
北 陸 2.7 17.1 25.9 36.0 18.3 27.7 44.1 17.0 6.5 4.6
東 海 3.1 19.0 30.0 29.1 18.8 22.1 42.5 21.3 8.1 5.9
近 畿 4.2 20.6 26.8 30.4 18.1 30.4 41.9 17.5 6.0 4.2
中 国 5.1 20.9 25.0 29.9 19.1 25.7 43.3 20.1 5.4 5.6
四 国 3.5 17.1 27.5 34.2 17.8 28.2 48.5 16.8 4.0 2.5
九 州 北 部 3.9 20.5 28.1 32.0 15.4 39.0 43.2 13.3 2.7 1.8
南 九 州 5.6 18.4 23.6 36.0 16.4 42.0 41.1 11.3 3.5 2.1

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 3.2 14.2 23.2 32.8 26.6 44.2 41.5 10.6 2.5 1.2
5 ～ 9 人 3.7 18.6 27.5 31.4 18.8 32.8 46.5 14.5 3.8 2.5
10 ～ 19 人 3.7 20.3 28.9 29.5 17.7 26.0 46.8 18.7 5.1 3.4
20 ～ 29 人 3.9 20.6 28.0 30.2 17.4 21.2 47.5 19.9 6.7 4.6
30 ～ 39 人 2.8 20.1 26.2 34.1 16.8 18.2 40.1 25.1 9.5 7.1
40 ～ 49 人 2.9 19.3 29.3 31.9 16.6 22.8 40.1 21.4 8.7 7.0
50 ～ 99 人 2.0 18.7 27.9 35.3 16.1 12.7 42.9 24.7 9.5 10.3
100 ～ 199人 3.2 13.4 30.4 37.1 15.9 12.2 41.7 24.4 7.0 14.8
200 ～ 300人 3.4 16.1 27.1 37.3 16.1 9.8 32.1 30.4 8.9 18.8

業
　
種
　
別

製 造 業 3.0 17.6 26.0 33.0 20.3 22.9 48.0 18.5 5.7 4.8
卸 売 業 2.6 17.4 26.9 32.6 20.5 25.2 43.4 19.7 6.3 5.4
小 売 業 4.0 15.6 24.3 30.4 25.7 34.4 41.7 16.2 4.7 2.9
サービス業 4.0 17.8 27.2 30.2 20.9 42.8 39.7 11.5 3.1 2.9
建 設 業 2.6 19.8 29.9 33.0 14.7 29.9 44.2 17.3 5.5 3.1
不 動 産 業 4.8 17.7 24.0 31.4 22.1 53.2 37.3 7.2 1.2 1.2

＜参考＞過去の調査結果
社長の年齢階層 社長の代

20歳代、
30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

以上 創業者 2代目 3代目 4代目 5代目
以上

2005年6月 3.8 14.9 34.1 34.4 12.8 42.6 41.0 11.3 2.7 2.4
2010年9月 3.8 15.0 27.2 38.3 15.7

（調査せず）
2016年3月 3.3 16.9 25.2 35.1 19.5
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○経営者の健康管理に不安がある企業も

経営者の1週間当たりの労働時間について

は、「40時間以上60時間未満（50.8％）」が過

半数を占めた（図表13）。一方で、「80時間

以上100時間未満」が5.5％、「100時間以上」

が2.0％と、経営者自身の労働が過重になっ

ている可能性の高い企業も散見された。経営

者の年齢階層別にみると、年齢が高いほど労

働時間が短い傾向があるものの、60歳代や

70歳代以上でも長時間労働している企業も

みられた。

健康診断を受ける頻度については、「1年

に1回以上（84.1％）」が高い割合を占めたも

のの、「5～10年に1回（1.7％）」、「10年以上

受けていない（1.2％）」、「受けたことがない

（1.7％）」との回答も存在した。

中小企業の場合、経営者の健康問題は企業

の存続問題へと直結する。引き続き、経営者

図表13　週当たり労働時間と健康診断の頻度  （単位：%）

１週間あたりの労働時間 健康診断を受ける頻度

40時間
未満

40時間
以上

60時間
未満

60時間
以上

80時間
未満

80時間
以上

100時間
未満

100時間
以上

1年に1回
以上

2～4年に
1回

5～10年
に1回

10年以上
受けて
いない

受けたこ
とがない

全　　　　体 18.1 50.8 23.6 5.5 2.0 84.1 11.3 1.7 1.2 1.7

地
　
域
　
別

北 海 道 20.7 52.1 20.8 4.7 1.7 85.6 10.8 1.9 0.8 0.9
東 北 21.0 53.0 18.4 5.5 2.2 83.3 9.3 2.5 1.8 3.3
関 東 20.3 54.1 20.2 3.6 1.7 87.6 9.3 1.1 0.9 1.1
首 都 圏 17.8 49.7 25.1 5.6 1.9 83.6 12.6 1.8 0.9 1.2
北 陸 17.0 50.2 24.9 6.8 1.1 80.9 13.1 1.9 1.3 2.8
東 海 19.8 52.2 21.9 4.3 1.8 87.0 8.3 1.4 1.2 2.1
近 畿 15.0 50.9 25.2 6.4 2.6 83.9 11.2 1.5 1.4 2.0
中 国 19.2 51.8 21.5 6.2 1.3 85.8 9.6 1.7 1.4 1.5
四 国 18.9 52.9 20.3 6.5 1.4 78.9 12.6 2.4 3.1 3.1
九 州 北 部 14.1 47.1 31.2 5.2 2.5 85.2 11.1 1.4 1.0 1.2
南 九 州 19.0 47.5 24.3 6.4 2.9 79.1 15.3 1.7 1.9 1.9

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 19.3 48.5 23.8 6.1 2.2 74.9 16.3 3.1 2.3 3.4
5 ～ 9 人 15.9 49.8 25.5 6.5 2.3 82.4 12.9 1.9 1.2 1.5
10 ～ 19 人 16.7 51.6 24.5 5.0 2.3 88.2 9.6 0.9 0.6 0.8
20 ～ 29 人 19.3 54.0 21.0 4.4 1.3 92.6 5.8 0.7 0.3 0.7
30 ～ 39 人 19.5 51.7 22.8 4.4 1.6 92.9 6.0 0.5 0.0 0.5
40 ～ 49 人 19.2 52.7 22.2 4.9 1.0 93.8 4.9 0.3 0.1 0.8
50 ～ 99 人 17.9 56.0 20.1 4.4 1.6 94.1 5.3 0.0 0.5 0.1
100 ～ 199人 20.7 54.6 19.6 3.9 1.1 93.3 4.8 0.4 0.7 0.7
200 ～ 300人 13.0 53.9 25.2 4.3 3.5 97.3 1.8 0.0 0.0 0.9

業
　
種
　
別

製 造 業 18.1 52.0 23.0 4.9 1.9 86.3 9.9 1.5 1.0 1.2
卸 売 業 19.1 51.2 22.6 5.8 1.3 84.3 11.2 1.4 1.1 2.0
小 売 業 15.9 45.6 27.9 7.5 3.1 77.1 15.2 2.8 2.1 2.8
サービス業 18.5 48.8 24.6 5.7 2.5 81.8 12.8 2.2 1.5 1.8
建 設 業 16.7 54.3 22.5 5.0 1.5 88.7 8.4 0.7 0.9 1.4
不 動 産 業 23.2 53.2 18.6 4.0 1.1 84.0 11.9 1.5 0.8 1.8
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の過重労働の是正や健康診断受診の促進が望

まれる。

○経営者休養時に業務縮小や機能低下も

経営者がケガや病気等で1か月間の休養を

余儀なくされたと仮定したとき、業務継続に

ついては、「通常通りの業務継続が可能」が

57.6％となった（図表14）。次に「主要業務

に限り継続可能」が23.4％で続いた。「大幅

に業務を縮小した上で継続可能」は7.3％、

「業務継続は不可能（休業、廃業）」は5.0％

となった。

同様の仮定で、心配される機能の低下や悪

化については、「営業機能や販売機能の低

下」が36.3％と最も高くなり、「心配してい

ない」が28.0％で続いた。以下、「わからな

い」が19.3％、「生産機能や仕入機能の低下」

が9.1％、「資金繰りの悪化」が7.2％で続いた。

図表14　社長休養時の業務継続と機能低下  （単位：%）

社長休養時の業務継続 心配される機能の低下や悪化

通常通り
の業務継
続が可能

主要業務
に限り継
続可能

大幅に業
務を縮小
したうえで
継続可能

業務継続
は不可能

（休業、廃業）
わからない

営業機能
や販売機
能の低下

生産機能
や仕入機
能の低下

資金繰り
の悪化 わからない 心配して

いない

全　　　　体 57.6 23.4 7.3 5.0 6.6 36.3 9.1 7.2 19.3 28.0

地
　
域
　
別

北 海 道 63.4 21.0 6.3 4.3 5.0 37.7 7.3 5.3 18.1 31.7
東 北 62.6 21.5 5.9 4.3 5.7 34.3 8.5 7.5 18.9 30.8
関 東 64.9 21.2 5.1 3.3 5.5 36.4 7.7 7.8 16.6 31.4
首 都 圏 51.9 24.4 8.9 7.0 7.9 37.2 10.2 7.8 18.7 26.2
北 陸 58.6 21.6 8.9 4.0 7.0 36.6 10.4 6.2 22.9 23.8
東 海 63.5 22.6 5.1 2.8 6.0 35.1 7.6 5.4 18.9 33.1
近 畿 59.2 26.0 6.5 3.6 4.7 35.9 9.2 7.4 20.4 27.1
中 国 55.6 24.3 8.5 5.1 6.6 37.8 9.8 7.5 19.3 25.6
四 国 53.9 23.6 8.1 6.7 7.6 29.7 11.6 9.4 21.2 28.1
九 州 北 部 52.2 24.9 9.0 5.4 8.5 39.2 8.7 7.5 19.6 25.0
南 九 州 55.6 20.1 8.1 6.8 9.3 36.2 8.6 8.2 20.5 26.5

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 37.9 23.6 15.1 13.2 10.2 39.4 12.3 7.5 20.9 19.8
5 ～ 9 人 54.9 30.3 6.6 1.9 6.3 39.7 11.3 8.7 17.3 23.0
10 ～ 19 人 64.2 26.3 3.5 0.6 5.3 37.1 8.0 7.2 18.5 29.1
20 ～ 29 人 73.4 20.6 1.5 0.5 4.1 32.0 6.5 7.2 18.5 35.8
30 ～ 39 人 77.9 16.8 1.7 0.8 2.8 31.1 4.5 6.9 16.8 40.7
40 ～ 49 人 80.3 14.4 0.9 0.2 4.2 29.2 2.9 5.5 20.1 42.3
50 ～ 99 人 80.9 15.9 0.9 0.1 2.3 28.8 4.0 4.7 20.4 42.1
100 ～ 199人 81.6 15.6 0.0 0.0 2.8 27.2 4.7 3.6 21.7 42.8
200 ～ 300人 88.9 9.4 0.0 0.0 1.7 26.1 2.6 0.9 18.3 52.2

業
　
種
　
別

製 造 業 59.3 23.8 6.2 4.0 6.7 30.8 14.3 6.9 18.7 29.4
卸 売 業 60.4 23.5 6.6 4.2 5.3 38.1 6.7 7.6 17.3 30.3
小 売 業 50.8 22.9 9.5 8.4 8.3 38.7 9.1 8.9 20.1 23.2
サービス業 58.1 19.8 8.4 7.2 6.6 37.5 5.7 7.5 21.3 28.0
建 設 業 60.8 24.9 6.1 2.3 6.0 42.0 4.0 6.8 18.9 28.2
不 動 産 業 53.3 26.4 9.2 5.0 6.0 38.2 8.1 4.7 20.4 28.5
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○9割弱の企業では事業の代行者が存在

経営者がケガや病気等で1か月間の休養を

余儀なくされたと仮定したとき、経営者の事

業を代行できる人の有無については、代行者

がいる企業が88.9％となった（図表15）。内

訳をみると、子供（20.2％）や配偶者（14.3％）

などの親族が全体の53.2％を占め、「親族以

外の役員・従業員」は34.6％となった。

一方、代行者がいない企業は11.1％となっ

た。内訳をみると、｢自分の代わりはいない｣

が10.0％、「休廃業するから代わりは必要な

い」が1.1％となった。

「自分の代わりはいない」との回答は小規

模企業に多かったが、少数ではあるものの、

従業員が数十名規模の企業でもみられた。代

行者の育成を含めた組織の整備が求められ

よう。

図表15　社長（代表者）の代行者の有無   （単位：%）

配偶者 子供 親

親族
（配偶者、

子供、親
以外）

役員・
従業員

（親族以外）

販売先・
仕入先 同業他社 その他

自分の
代わりは
いない

休廃業
するから
必要ない

全　　　　体 14.3 20.2 6.5 12.2 34.6 0.2 0.5 0.4 10.0 1.1

地
　
域
　
別

北 海 道 12.5 18.7 5.1 11.4 41.0 0.4 0.6 0.4 8.8 0.9
東 北 16.3 22.0 4.6 9.8 37.0 0.0 0.6 0.2 8.6 0.9
関 東 13.4 19.9 7.5 13.9 36.9 0.2 0.0 0.6 7.0 0.5
首 都 圏 15.5 19.6 6.3 11.9 31.6 0.3 0.6 0.3 12.1 1.7
北 陸 17.1 22.6 4.9 10.6 32.0 0.2 0.5 0.6 11.0 0.6
東 海 10.5 21.5 7.8 12.9 38.1 0.3 0.1 0.4 8.2 0.3
近 畿 11.4 18.5 6.4 14.4 38.6 0.1 0.7 0.5 8.7 0.7
中 国 13.4 19.1 9.2 11.6 35.3 0.3 0.5 0.5 9.7 0.3
四 国 19.6 24.5 6.5 11.5 22.9 0.2 0.2 0.2 11.3 3.0
九 州 北 部 16.0 21.2 6.4 11.3 31.5 0.0 0.5 1.0 11.3 0.8
南 九 州 20.9 23.3 7.3 9.4 26.2 0.1 1.0 0.1 10.2 1.4

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 22.2 21.4 5.6 9.3 17.5 0.4 1.1 0.5 19.2 2.8
5 ～ 9 人 15.6 23.5 7.9 13.5 31.4 0.2 0.5 0.2 6.9 0.3
10 ～ 19 人 11.7 20.7 7.2 13.4 40.1 0.1 0.2 0.4 5.9 0.2
20 ～ 29 人 8.7 17.9 6.9 13.7 46.7 0.0 0.2 0.7 5.0 0.2
30 ～ 39 人 6.0 18.1 4.9 14.6 52.5 0.3 0.0 0.5 3.1 0.0
40 ～ 49 人 6.4 16.5 5.1 13.1 54.7 0.0 0.2 1.0 3.1 0.0
50 ～ 99 人 3.5 14.3 6.8 14.4 57.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
100 ～ 199人 2.8 13.9 6.8 12.1 61.2 0.0 0.0 0.4 2.8 0.0
200 ～ 300人 0.8 7.6 5.1 14.4 69.5 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0

業
　
種
　
別

製 造 業 11.1 20.8 7.1 14.3 35.9 0.3 0.5 0.3 9.0 0.7
卸 売 業 14.4 18.5 6.7 12.7 36.9 0.1 0.3 0.6 9.0 0.7
小 売 業 23.5 22.3 5.8 10.6 22.3 0.3 0.3 0.5 12.3 2.1
サービス業 16.0 18.1 5.0 9.1 38.0 0.1 0.7 0.4 11.1 1.4
建 設 業 9.0 19.3 7.3 12.9 42.1 0.2 0.7 0.5 7.5 0.5
不 動 産 業 15.6 21.9 5.8 9.5 30.9 0.2 0.9 0.4 13.5 1.4
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○経営者のストレス解消法は多岐にわたる

経営者のストレス解消法については、「娯

楽・趣味（運動・スポーツ以外）」が36.7％と

最も高くなり、「家族とのふれあい」が35.2％

で続いた（図表16）。以下、「仕事における達

成感（30.7％）」、「運動・スポーツ（30.6％）」、

「飲食（29.0％）」、「睡眠（27.4％）」が続い

た。特定の選択肢に集中していないことか

ら、社長のストレス解消法は多岐に渡るとい

えよう。

また、「ストレス解消法はない」は2.3％に

とどまった。

図表16　社長（代表者）のストレス解消法   （単位：%）

仕事に
おける
達成感

社内での
余暇活動
（社員旅

行等）

家族との
ふれあい

地域活動、
団体活動、
ボランティ

ア等

飲食 睡眠 運動・
スポーツ

趣味・娯楽
（運動・
スポーツ
以外）

その他
ストレス
解消法は

ない

全　　　　体 30.7 4.1 35.2 9.5 29.0 27.4 30.6 36.7 1.7 2.3

地
　
域
　
別

北 海 道 31.7 4.4 35.4 13.9 32.1 27.3 28.2 37.6 1.2 2.7
東 北 31.7 3.6 35.9 12.6 32.2 31.7 29.5 40.0 3.0 2.1
関 東 32.3 3.4 35.3 13.0 26.4 25.3 34.8 40.5 2.0 2.6
首 都 圏 27.6 4.1 32.5 7.4 26.2 25.9 26.0 34.7 1.3 2.4
北 陸 33.6 3.5 35.6 11.8 30.4 29.0 29.9 35.9 1.4 1.8
東 海 31.4 4.3 35.5 9.5 30.1 25.4 34.6 38.4 1.8 2.1
近 畿 34.8 4.3 37.8 8.3 30.8 30.6 37.0 37.5 1.7 1.7
中 国 29.6 3.6 33.6 9.8 29.1 22.3 29.9 40.7 2.3 2.5
四 国 26.5 2.6 33.3 7.7 28.4 28.4 29.3 36.0 1.6 4.2
九 州 北 部 29.5 5.2 39.2 9.0 28.6 25.3 27.3 32.7 1.2 2.7
南 九 州 30.7 4.0 39.3 9.7 31.1 29.9 31.7 32.5 2.2 2.0

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 23.2 2.6 35.1 9.2 29.0 30.7 25.2 36.0 1.6 3.2
5 ～ 9 人 30.8 4.2 36.8 9.9 27.9 28.5 27.9 37.9 1.5 2.0
10 ～ 19 人 32.4 4.0 34.5 9.4 31.5 26.1 31.7 38.5 2.1 2.0
20 ～ 29 人 34.8 4.9 37.5 9.2 30.3 25.6 35.6 35.4 2.0 1.7
30 ～ 39 人 34.4 6.4 33.9 9.7 27.8 24.8 33.9 38.1 0.9 2.7
40 ～ 49 人 41.9 6.2 33.7 9.7 26.9 21.7 40.7 35.0 1.5 1.6
50 ～ 99 人 40.6 6.7 32.5 10.9 28.3 23.1 40.0 35.2 1.7 1.2
100 ～ 199人 45.4 4.4 31.0 9.2 24.7 16.6 42.8 33.2 1.8 0.7
200 ～ 300人 47.7 3.6 37.8 3.6 27.0 24.3 50.5 28.8 0.9 0.0

業
　
種
　
別

製 造 業 31.9 4.2 35.4 8.3 27.8 27.1 32.1 36.9 1.7 2.3
卸 売 業 30.3 3.4 36.8 8.8 29.5 27.5 31.5 35.9 1.5 2.5
小 売 業 26.7 3.4 36.6 11.6 29.2 31.0 24.2 35.6 1.5 2.9
サービス業 29.1 4.1 33.9 9.6 28.9 26.0 30.5 36.7 1.7 2.0
建 設 業 34.3 5.0 34.2 10.1 30.7 27.4 32.2 36.6 1.8 1.9
不 動 産 業 31.1 4.4 32.5 9.8 29.3 22.5 34.0 39.6 1.9 1.8

（備考）最大3つまで複数回答
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「調査員のコメント」から
　全国中小企業景気動向調査表には、「調査員のコメント」として自由記入欄を設けている。ここで
は、本調査の調査員である全国の信用金庫営業店職員から寄せられた声の一部を紹介する。

（1）今後を見据えた対応

・海外製品との価格競争が激しくなっているが、品質保証を充実させる等、差別化を図っている。
　	 （再生プラスチック製造　滋賀県）
・2017年から東京での大規模な展示イベントに出展したことをきっかけに売上を伸ばしている。
	 （布製造　静岡県）
・販売納入先からの値下げ要請に応えるため、工場の生産性向上に取り組みたい。（冷凍食品製造　山形県）
・フリーペーパーを活用した割引クーポンを配布した結果、集客効果が出ている。	 （食品加工　山形県）
・地元自治体が地域振興に力を入れている結果、観光客が増加しているため、2018年から、新たにイチゴ
狩りを始め、現在、里山カフェの出店を計画している。	 （農作物製造・販売　千葉県）

・農業関連法人との資本提携を実施した。	 　（肥料・農薬製造　静岡県）
・今後、フィリピン等東南アジアに販路拡大を図りたい。	 　（女性用化粧品販売　群馬県）
・中古農機具を中国向けに販売することで一定の成果を上げている。	 （農機具販売　山形県）
・ベトナムに居酒屋を開店する等海外事業展開を進めている。	 （スーパー　千葉県）
・老人施設への配送や子供向け制服の刺繍・ネーム入れ等きめ細やかな対応により、他店との差別化を図っ
ている。	 （総合衣料販売　兵庫県）

・ホームページの作成、SNSでのPRの結果、売上の向上につながっている。	 （理美容　三重県）
・若年者を中心に来客数が減少するなか、自治会、PTA、会社親睦会等に向けたプランを企画し、売上維
持を図っている。	 （遊技場　山形県）
・学習塾のトレンドが集団講習から個別講習に移っており、分社化して個別講習部門を強化する。
	 （学習塾　愛知県）
・販売先・仕入先の確保のため、SNS等を利用して、販売用不動産のPRに努めている。　
	 （不動産仲介　兵庫県）

（2）直面する困難、試練

・大手メーカーからの受注が増加しているものの、人手や機械設備の不足で対応が追いついていない。
	 （光通信デバイス製造　山梨県）
・高齢の兄弟2名で経営しており、後継者はないため、将来的には廃業を考えている。　
	 　（機械部品製造　埼玉県）
・売上増加の一方で、人手不足が新たな問題となっている。限られた人員のなかで仕事量が増えて、社員
が疲弊しつつある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 	 （食品製造　佐賀県）
・最低賃金水準が引上げとなったため、税制上、パートタイマーの労働時間を抑える必要が出てきて、人
手不足問題がさらに深刻となっている。	 （シール製造　大阪府）
・ホームページを一新し、SNSでの情報発信を始めたものの、売上げ増加にはつながっていない。
	 （食肉加工　秋田県）
・業界全体で海外シフトが進み、小ロット・短期受注が中心となってしまっている。	（織物製造　新潟県）
・小口注文の増加にともない配送コスト負担が増加している。	 （家具・インテリア販売　岡山県）
・代表者に事業継続の意思はなく、後継者もいないため、廃業する予定である。	 （レストラン　埼玉県）
・時給を引き上げたが、パート・アルバイトの募集に応募がなく、人員確保が難しい。（コンビニ　北海道）
・電気自動車やハイブリッドカーの普及にともない、自動車の修理・整備が少なくなっているため、既存
顧客の確保が喫緊の課題となっている。	 （自動車修理・販売　千葉県）

・商圏人口の減少にともない入居テナントが増えず、駐車場事業も不振である。	 （不動産賃貸　北海道）
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※	本稿の地域区分のうち、関東は茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野の6県。首都圏は埼玉、千葉、
東京、神奈川の1都3県。東海は岐阜、静岡、愛知、三重の4県。九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県。
南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の5県。

（3）特別調査のテーマ（経営者の健康管理と事業の継続について）
・家族経営のため、健康に十分留意して仕事に支障のないように努めたい。	 （海産物製造　北海道）
・社長が体調を崩した経験から、健康には留意しているものの、事業継続についての対策は十分とはいえ
ない。	 （水産加工物製造　富山県）
・社員教育にしっかり取り組み、業務の機械化も進んでいることから、代表者不在の場合の対応もできる
態勢となっている。	 （板金加工　神奈川県）
・代表者が休養となっても業務に支障の出ないようにしなければならないと考えている。
	 　（銅・合金加工　富山県）
・代表者が入院中のなか、業務を大幅に縮小している。社員も高齢化していることから、将来、廃業を検
討している。	 　（金属加工　静岡県）
・トップセールスで大手取引先を確保していることから、代表者が不在となると営業力は弱まる。また、
代表者の妻が経理を取り仕切っているため、代表者の妻も不在となると経理ができなくなる。　
	 　　（金属部品加工　静岡県）
・経営者（女性）は常に健康管理に気を配り、社員のワークライフバランスにも配慮している。
	 （食品製造　兵庫県）
・社員は社長と妻の2名のみのため、どちらかが健康を害すると事業継続はできない。
	 （調味料卸売　静岡県）
・代表者（50歳代）は健康に自信があり健康診断を10年以上受けていない。	 （石油販売　静岡県）
・代表者は健康に留意したいものの、仕事上、四六時中休みないのが実状となっている。　（総合建設　岡山県）
・組織改正を実施し、社長不在時のリスクを大幅に削減できる態勢を整えた。	 （不動産販売　千葉県）

（4）その他
・2017年末から大手メーカーからの原発関連の受注が盛況で仕事量が増え、人手確保に努めている。
	 （金属部品製造　兵庫県）
・大雪により倒壊した農業用パイプハウスが多く、新たな受注が増えることが予想される。
	 （農業資材製造　山形県）
・例年1、2月から来年分のカレンダー製造に取りかかっているが、来年の元号が決まっていない等に	
よって、いまだに製造をできない状況である。	 （カレンダー製造　北海道）
・東京五輪に向けての受注が増えている。	 （ワーキングウェア製造　秋田県）
・海外への販路拡大を検討しているが、「無農薬」という条件を満たせずに苦慮している。
	 　　（緑茶製造　静岡県）
・今後、人手不足の不安はあるが、九州・北陸・北海道新幹線関連や首都圏自動車専用道路関連の受注の
増加が見込まれている。	 （コンクリート製品製造　静岡県）

・業界全体に閉塞感があり、2017年秋に高齢社員を中心にリストラを実施した。	 （繊維製造　新潟県）
・カラマツ材の需要が増加しているが、原木供給が追いつかず、販売機会ロスが生じている。（製材　北海道）
・iPhoneXの販売低調により受注が減少している。	 （プラスチック金型成形　長野県）
・東京五輪関連のスマートメーターの受注に一服感がみられる。	 （コイル製造　長野県）
・機械化を進めて生産性が向上したものの、検査担当社員の負担が増加傾向にある。
	 （精密部品加工　茨城県）
・大雪の影響で物流が大きく停滞した結果、売上が大きく低下した。	 （利器販売　新潟県）
・昨年来の長雨・台風・大雪の影響による葉物野菜の価格高騰で、売上の低迷が見込まれる。
	 （食料品販売　静岡県）
・希少ブランドを取り扱ったことで売上が順調に回復している。	 （化粧品販売　新潟県）
・アパートの建設ラッシュにともない売上が増加傾向にある。	 （プロパンガス販売　北海道）
・メディアやSNSでの露出が増えて、リピーター客の増加等高い稼働率を維持している。（ホテル　兵庫県）
・東日本大震災関連の受注が減少し、前期比で売上・収益ともに減少している。	 （土木工事　福島県）
・マンション建設の増加にともない、築年数の経った一戸建ての空き家が目立ってきた。
	 （不動産仲介　新潟県）
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（キーワード）�中小企業、資本利益率、設備投資、労働分配率、賃金、損益分岐点比率、
自己資本比率

（視　点）
　日本経済は、12年12月から景気拡大局面にあり、「いざなぎ景気」を超える息の長い回復が続
いている。ただ、企業業績は改善しているものの、消費者の節約志向は依然として根強く、個人
消費は力強さを欠くなど、消費者は生活実感として回復の効果を得られていない。従業者数の約
7割が中小企業等で従事しており、中小企業の所得環境が改善しなければ、日本経済は実感を伴
う本格的な回復局面にあるとは言えない。そこで本稿では、中小企業の財務状況について資本利
益率等の収益性分析、労働分配率等の付加価値分析、損益分岐点比率等の安全性分析などから
考察することで、中小企業の設備投資や賃上げなどの将来的な実行可能性について検討し、日本
経済の先行きや中小企業の経営状況等を展望することを目的としている。

（要　旨）
●	中小企業の収益性を示す総資本経常利益率は、17年7-9月に4.6％とバブル期以来28年ぶり
の高さになった。足元は、売上の増勢鈍化で資産効率が低下し、4.4％と改善が一服した。

●	中小企業の設備投資は、企業収益の改善、設備の老朽化、人材不足を背景に、更新投資や
省力化投資を中心に増加している。ただ、設備投資は年11.5兆円で、キャッシュフローの5
割程度にとどまり、資金運用に年5.9兆円が回った。実物資産の利益率は6.0％に上昇してお
り、資金運用よりも売上増加に結びつく実物投資に資産を回す方が高い利回りが得られる。

●	賃金水準は、大企業と小企業で月9.0万円（男性）の格差があり、賃金格差は中小企業が人
材確保で苦戦する一因になっている。中小企業の労働分配率は72.0％であり、適正水準の
75.9％を下回る。人材確保や待遇改善を目的に、適正水準まで1人当たり人件費を420万円
から440万円へ約5％引き上げられる余地がある。年齢・勤続年数等の影響を除いた個別賃金
水準は緩慢な上昇にとどまっているため、格差是正のためには一段の賃上げが必要である。

●	中小企業の経営安全性も高まっており、損益分岐点比率は80.9％とバブル期の水準に低下
している。賃上げ等で1人当たり人件費を5％引き上げたとしても、損益分岐点比率は
84.6％と、02年2月から73か月続いた戦後最長の景気拡大局面を下回る水準にとどまる。

●	日本の景気回復が実感できないのは、中小企業の経営活動が過度に慎重化している側面が
強い。中小企業がリスクをとって事業活動ができるよう、無担保・無保証貸付や事業性評価
融資の普及など、積極的に経営活動できる環境への改善が求められる。金融機関は、中小
企業の経営能力・企画力・技術力等を評価する目利き力を高め、将来的に成長力がある有望
な事業に対して積極的に支援する必要がある。

調 査

中小企業の財務状況からみた設備投資・賃上げ余力
－中小企業における収益性分析、付加価値分析、安全性分析による考察－

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

峯岸　直輝
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1．問題意識

日本経済は、12年12月から景気拡大局面

にあり、1965年11月から57か月続いた高度

経済成長期の「いざなぎ景気」を超える息の

長い回復が続いている。その景気拡大効果は

中小企業にも波及しており、中小企業の景況

感や業績は改善している。しかし、企業部門

の業績は好調に推移しているものの、消費者

の節約志向は依然として根強く、個人消費は

力強さを欠くなど、消費者は生活実感として

回復の効果を得られていないのが実情であ

る。従業者総数（14年の民営非1次産業計）

の約7割が中小企業や自営業者の下で仕事に

従事しており、中小企業等の従業者の所得環

境が改善しなければ、日本経済は実感を伴う

本格的な回復局面にあるとは言えないのでは

なかろうか。

そこで本稿では、中小企業の財務状況につ

いて資本利益率等の収益性分析、労働分配率

等の付加価値分析、損益分岐点比率等の安全

性分析などから考察することで、中小企業の

設備投資や賃上げなどの将来的な実行可能性

について検討し、日本経済の先行きや中小企

業の経営状況等を展望するための基本的な情

報を提供することを目的としている。

2 ．中小企業の景況感～輸出や設備投
資の回復効果が中小企業にも波及

（1 ）業種別の中小企業の景況感～16年下期

から製造業を中心に急回復

中小企業の景況感を日銀『短観』（注1）の業

況判断DI（「良い」の回答割合－「悪い」の回

答割合）でみると、全産業は14年4月の消費

税率引上げ後に力強さを欠いた推移が続いて

いたが、16年下期から急ピッチで回復して

いる（図表1）。16年6月調査は△1％ポイン

トだったのが、17年12月調査では11％ポイ

ントに上昇した。14年4月の消費税率引上げ

前の駆込み需要が押上げに寄与した14年3月

調査の7％ポイントを上回る水準で推移して

いる。11％ポイントという水準は、91年9月

調査以来約26年ぶりの高水準である（注2）。一

方、17年12月調査の大企業は、25％ポイン

トに達しており、依然として14％ポイント

の企業規模別格差が生じている。

業種別に消費税率引上げ前の駆込み需要が

あった14年3月調査以降の動向をみると、特

に鉄鋼・非鉄金属、はん用機械や自動車等の

製造業で改善が顕著である（図表2）。一方、

非製造業では、物品賃貸業、通信・情報サー

ビス業などの水準が高い。世界的な景気回復

で設備投資や自動車販売が国内外で堅調であ

り、都市再開発やIT（情報技術）化の進展

なども中小企業の景況感に影響したものと推

測される。

（注）1	．日銀『短観』における企業規模は、資本金を基準に、大企業：資本金10億円以上、中堅企業：同1億円以上10億円未満、中
小企業：同2,000万円以上1億円未満に区分している。
2．04年3月調査の大規模な統計の見直しで連続性はないことに留意を要する。
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その半面、消費税率引上げ後、持家を中心

に住宅建設が低迷したこともあり、木材・木

製品や窯業・土石製品等の建設資材に関連す

る製造業は力強さを欠いている。また、小売

業は緩やかな回復基調を辿っているものの、

消費税率引上げ前の水準を下回る推移が続

き、力強さを欠いた個人消費の動向が中小企

業に影響している。

（備考）1．業況判断DI＝業況が「良い」の回答割合－「悪い」の回答割合
2．ロウソク足表示。白抜き（塗りつぶし）の箱は上底（下底）が17年12月、下底（上底）が14年3月
3．日本銀行『全国企業短期経済観測調査』より作成
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図表2　『短観』の中小企業の業種別業況判断DI（14年3月～17年12月）

（備考）1．業況判断DI＝業況が「良い」の回答割合－「悪い」の回答割合。18年3月は「先行き」
2．シャドーは景気後退期を示す。
3．04年3月より調査対象企業等を見直したため、03年12月以前と04年3月以降は連続しない。
4．日本銀行『全国企業短期経済観測調査』より作成
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（2 ）地域別の中小企業の景況感～製造業は

近畿、非製造業は九州が堅調

中小企業の景況感は17年以降、改善ペー

スが強まったが、各地域の中小企業にまで景

気回復効果が浸透しているのかを、中小企業

庁等『中小企業景況調査報告』でみることに

する（図表3）。

『中小企業景況調査報告』は、全国の中小

企業約1.9万社を対象に四半期毎に実施して

いる調査であり、サンプル数が多く、回答率

も高いことから、中小企業の景況感を地域別

にみても信頼性が比較的高いといえる。

17年10-12月の全産業の業況判断DI（前期

比）をみると、九州が△12.1％ポイント、北海

道と近畿が△12.9％ポイント、関東が△13.7％

ポイント、中国が△14.9％ポイントと比較的

堅調な地域であった。九州は、熊本地震の復

興需要やインバウンド（訪日外国人客）の拡

大などで非製造業が△13.3％ポイントと、他

地域よりも改善傾向が強い。近畿は、製造業

が△1.4％ポイントでプラス転換目前の水準

に達した。金属製品や生産用機械などの中小

工場が集積している近畿は、世界的な景気回

復による輸出や設備投資の拡大を背景に、

DIが15.9％ポイントも製造業の方が非製造業

よりも高かった。

また、北海道と関東は非製造業が14年4月

の消費税率引上げ前である14年1-3月の水準

を上回っている。台風等の災害復旧や公共投

資、都市再開発などを反映して建設業等の非

製造業の回復がDIの押上げに寄与したもの

と推測される。中国は、製造業が消費税率引

（備考）1	．業況判断DI＝業況が前期と比べて「好転」した企業割合－「悪化」した企業割合。水準ではなく方向性である点に留
意を要する。
2	．ロウソク足表示。白抜き（塗りつぶし）の箱は上底（下底）が17年10-12月、下底（上底）が14年1-3月
3	．独立行政法人中小企業基盤整備機構による調査。地域区分は経済産業局の管轄に基づく。
4	．中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業景況調査報告』より作成
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上げ前を上回る水準に回復したことが奏効

した。

地域別にみても、総じて製造業が主導と

なって中小企業の景況感が改善している様子

がうかがえ、中小製造業の動向の違いが、地

域別の景況感格差につながっているものと考

えられる。

3 ．中小企業の設備投資・賃金動向～
収益性が高まり、設備投資や賃上げ
余力は拡大へ

（1 ）中小企業の総合的な収益性～バブル期

並みの高水準も、足元は改善一服

中小企業の経営状況は、リーマンショック

以降、円高の進行、東日本大震災に伴うサプ

ライチェーンの寸断、中国経済の減速、消費

税率引上げなどの景気下押し圧力を度々受け

てきたものの、趨勢としては堅調な推移をた

どっている。中小企業（資本金1,000万円以

上1億円未満、金融業・保険業を除く全産業）

の総合的な収益性の尺度となる総資本経常利

益率（経常利益÷総資本）をみると、17年

7-9月は4.6％と、バブル期（89年10-12月）

以来、約28年ぶりの高さとなった（図表4）。

足元（17年10-12月）、中小企業は4.4％と若

干低下した一方、大企業は5.5％でほぼ横ば

いを維持した。中小企業は収益性の改善傾向

にやや一服感が表れ始めている。

中小企業の収益性を、利益率要因と資産効

率要因に分解すると、足元の景気拡大局面で

は、売上高経常利益率（経常利益÷売上高）

の改善が押上げに寄与した一方、総資本回転

率（売上高÷総資本）は16年半ば頃まで低

下しており、売上高の増加をもたらすような

資産の有効活用が進展しなかった（図表5）。

円高や原油安などによる投入価格の低下や省
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図表5 　中小企業の売上高経常利益率・総資本
回転率

（備考）1	．総資本経常利益率＝経常利益（直近4四半期合計）÷資産合計（直近4四半期平均）×100。総資本経常利益率＝売上
高経常利益率（経常利益÷売上高×100）×総資本回転率（売上高÷資産合計）なので、利益率要因×資産効率要因に分
解できる。
2	．全産業（除く金融・保険業）。大企業は資本金1億円以上、中小企業は同1,000万円以上1億円未満とした。
3	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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力化等による経営合理化などが利益率の押上

げに寄与したものの、中小企業は新たな需要

を産み出す投資に慎重であり、売上高の改善

に結びつかなかった可能性がある。ただ、

16年後半には総資本回転率が上昇に転じ、

利益率と資産効率の両面から収益性は改善し

た。輸出やインバウンドの拡大、高齢化・人

材不足・働き方改革、IT化の進展などを背景

に、製造業、小売業・宿泊業・飲食サービス

業、医療・福祉や労働者派遣業、情報通信業

などの中小企業に対する需要が高まり、資産

効率が改善したものと見込まれる。足元の

17年10-12月は、売上高の増勢が鈍化するな

ど、総資本回転率が低下し、収益性の改善が

一服している。今後、消費者や企業が望むニー

ズを捉えて、売上高の拡大に結びつく新規分

野への投資で資産効率を高める必要がある。

（2 ）設備投資と資金需要～資本利益率の高

まりで設備投資環境は改善へ

中小企業の設備投資の動向を目的別にみる

と、機械設備・施設等の老朽化や人材不足を

背景に、「設備の代替」「維持・補修」や「合

理化・省力化」を目的とした投資を実施した

企業の割合が高い（図表6）。一方、企業収

益の改善や国内外の需要回復などで、アベノ

ミクス前の12年度と比較して「増産・販売力

増強」といった積極的な投資に踏み切る割合

が高まっている。

実際、中小企業の設備投資額（ソフトウェ

アを除く。金融・保険業を除く全産業）は、

17年10-12月で11.5兆円（直近4四半期合計）

となり、過去の機械設備等の購入費用に相当

する減価償却費の9.6兆円を上回る水準にあ

る（図表7）。アベノミクス開始時点の12年度

（備考）1	．横軸は17年度（修正計画）の割合が高い目的項目順に並べた。
2	．商工組合中央金庫『中小企業設備投資動向調査』より作成
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下期に設備投資額が9.0兆円を割っていたこ

とを考えると、中小企業は緩やかながらも投

資に積極的になっている様子がうかがえる。

しかし、企業内部で調達された設備投資の

原資となるキャッシュフロー（内部留保＋減

価償却費）に対する比率をみると、大企業と

中小企業共に依然として5割台の水準にとど

まり、横ばい圏で推移している（図表8）。

企業は、内部留保の増加などによるキャッ

シュフローの拡大に応じて設備投資を増やし

ているものの、過剰な設備を抱えないように

一定の割合を維持している慎重姿勢が垣間見

られる。

中小企業の収益は堅調に推移しており、フ

ローの内部留保や減価償却費等の内部調達

などによる自己資金が、設備投資や運転資

金といった資金需要を上回る状況が続いてい

る（図表9）。自己資金が資金需要を上回る

場合は、借金返済などに資金が充当される

が、足元、借入金・社債の返済額（純）は縮

小しており、残りは資金運用として積み上

がっている。17年10-12月（直近4四半期合

計）は、自己資金が22.1兆円であり、資金需

要に15.5兆円、借金等返済（純）に0.7兆円、

残りの5.9兆円は資金運用に回った。

この資金運用は、主に金融資産として活用

されるが、金融資産（現金・預金＋有価証券

＋投資その他の資産）に対する受取利息・投

（備考）1	．設備投資とキャッシュフローは直近4四半期合計。設備投資の対キャッシュフロー比率＝設備投資÷キャッシュフ
ロー。キャッシュフロー＝内部留保（経常利益÷2）＋減価償却費合計。全産業（除く金融・保険業）。大企業は資本金
1億円以上、中小企業は同1,000万円以上1億円未満とした。
2	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表7　中小企業の設備投資とキャッシュフロー 図表8 　規模別の設備投資の対キャッシュフ
ロー比率

（備考）1	．直近4四半期合計。全産業（除く金融・保険業）。
中小企業は資本金1,000万円以上1億円未満とした。
2	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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（注）3	．総務省『労働力調査』は、労働者派遣事業所の派遣社員については、12年12月までは派遣先の産業にかかわらず派遣元の
産業である ｢サービス業（他に分類されないもの）｣ で分類していたが、13年1月からは派遣先の産業で分類している。その
ため、産業別の雇用者数は12年以前と13年以降を比較することは厳密にはできない。

資収益等の営業外収益の比率は、金利水準の

低下や現金・預金等の安全資産の積上がりな

どで17年10-12月に3.8％（年率）まで低下し

ている（図表10）。一方、本業での儲けを示

す営業利益の実物資産（棚卸資産等＋投資そ

の他の資産を除く固定資産）に対する比率は

6.0％に上昇しており、金融資産として滞留

させずに本業に関わる実物資産に投資する方

が高い利回りを得ることができる。

新製品・サービスや新規事業への進出、開

発力・企画力の強化による高付加価値化、増

産・販売力増強といった売上高の増加に寄与

する積極的な設備投資や、人材不足に伴う供

給制約の解消を目的とした省力化投資などを

実施し、利益率が高い実物資産への投資を高

めることが、中小企業の収益性の改善に結び

つくものと考えられる。

（3 ）雇用動向～小企業は産業構造変化で雇

用減少圧力が強いが、足元は増加傾向へ

日本経済は、景気の回復や少子高齢化の進

展による人手不足で労働需給が逼迫してい

る。有効求人倍率は17年12月に1.59倍と約

44年ぶりの高水準に達し、完全失業率は18

年1月に2.4％と1993年4月以来24年9か月ぶ

りの水準にまで低下した。

企業の従業者規模別の雇用者数をみると、

500人以上の企業は12～17年の5年間に1,491

万人から1,688万人へ197万人増加、100～

499人規模は1,020万人から1,088万人へ68万

人増加した（図表11）。一方、30～99人規模は

849万人から891万人へ42万人増加したもの

の、1～29人規模は足元増加しつつあるが、

1,557万人から1,525万人へ32万人減少した。

500人以上の大企業は約200万人、100～499

人の中堅企業は約70万人、99人以下の中小企

業は約10万人の増加であり、従業者規模が

大きい企業の方が雇用者の増加傾向が強い。

また、個人経営等の自営業主や家族従業者は

740万人から679万人へ61万人減少するなど、

農業や小売店・飲食店等の後継者難や産業構

造変化などを背景に廃業が進展している。

アベノミクスが始まった13年から17年の雇

用者増減数を産業別にみると（図表12）（注3）、

（備考）1	．利益・収益を直近4四半期合計して算出した年率
換算。全産業（除く金融・保険業）。中小企業は資
本金1,000万円以上1億円未満とした。
2	．実物資産営業利益率＝営業利益（直近4四半期合
計）÷実物資産（＝棚卸資産＋受取手形・売掛金＋
その他流動資産＋投資その他資産を除く固定資
産、直近4四半期平均）×100、金融資産営業外収
益率＝営業外収益（直近4四半期合計）÷金融資産
（＝現金・預金＋有価証券＋投資その他の資産、直
近4四半期平均）×100とした。
3	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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500人以上の大企業では、卸小売業が42万人

増、医療・福祉が31万人増、建物サービス

業・警備業等を含むサービス業（他に分類さ

れないもの）が21万人増、輸送用機械等の

製造業が14万人増と拡大が著しかった。ネッ

ト通販・ドラッグストア・ファストファッショ

ン等の普及やインバウンドの拡大、高齢化に

よる介護需要の高まり、都市再開発等による

交通誘導・警備・ビル管理需要の活発化、海外

経済の回復による自動車等の輸出の増加など

が影響している。

一方、1～29人の小規模企業は、卸小売業

（備考）1	．17年の平均値－13年の平均値。企業の従業者規模別は雇用者数
2	．総務省『労働力調査』より作成
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図表12 　企業規模別の産業別雇用者増減数（13→17年）

（備考）1	．企業の従業者規模別の雇用者数は非農林業が対象
2	．総務省『労働力調査』より作成
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が13万人減、製造業が10万人減、建設業が

10万人減、生活関連サービス・娯楽業が5万

人減と落込みが顕著である。医療・福祉は10

万人増加したものの、高齢化による後継者

難、製造業の海外生産シフト、人口減少によ

る生活関連サービスの需要縮小、ネット通販

等の大手資本の台頭といった社会・産業構造

の変化に伴い、建設業、繊維工業、洗濯・美

理容・浴場業、文房具店・書店・ガソリンスタ

ンド等のその他の小売業などの廃業が進んで

いる。1～29人規模の企業は、雇用者数が17

年に前年比5万人増加したが、前述の通り、

後継者難・従業員の高齢化・設備の老朽化・大

手資本の台頭等の産業構造変化などによる雇

用者数の押下げ圧力が加わっているうえ、業

績が好調な中小企業でも、大企業との従業員

獲得の競合激化が予想され、先行きも雇用者

数の増加傾向を持続できるかは厳しい状況で

あると考えられる。

（4 ）賃金動向～1人当たり人件費は増加も、

雇用者は賃金上昇を実感しにくい状況

大企業の雇用者数が増加している一方、中

小企業で増加ペースが高まらないのは、中小

企業の賃金水準が低く、労働力の確保が困難

なことも一因になっているものと考えられ

る。17年の賃金水準（所定内給与額、月額）

を企業規模別にみると、男性は、大企業（常

用労働者1,000人以上）が38.3万円、中企業

（同100～999人）が31.8万円、小企業（同10

～99人）が29.4万円であり、大企業と小企業

では9.0万円の格差がある（図表13）。特に、

男性の50～54歳では16万円の格差があるな

ど、給与面では中小企業が極めて不利であ

り、中小企業が労働力を確保する環境は非常

に困難であるといえる。

中小企業は、人手不足を背景に、格差是正

のためにも賃金引上げを迫られている。中小

企業（資本金1,000万円以上1億円未満）は、

従業員の平均年齢・勤続年数の上昇、社会保

険料等の福利厚生費の負担増、最低賃金引上

げ（注4）等による賃上げなどで、従業員1人当

たりの人件費が増加している（図表14）。一

方、景気回復に伴って、中小企業の従業員1

人当たりの付加価値である労働生産性は向上

しており、付加価値に占める従業員への労働

対価の割合を示す労働分配率は低下してき

た。足元（17年10-12月）、労働生産性は580

万円程度で改善が一服し、1人当たり人件費

（備考）1	．17年6月分として支払われた一般労働者の所定
内給与額の平均値
2	．大企業は常用労働者1,000人以上、中企業は常用
労働者100～999人、小企業は常用労働者10～99人
3	．厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より作成
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図表13 　企業規模間の賃金格差 
（月額、男女別・年齢別）

（注）4	．最低賃金時間額の全国加重平均額は、12年度に749円だったが、17年度は848円へと5年間で13.2％上昇した。
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は419万円となり、労働分配率は72.0％で低

下傾向に歯止めが掛かりつつある（注5）。た

だ、日銀短観の雇用人員判断DIから求めた

労働分配率の適正水準（75.9％）を依然とし

て下回っており、人材の確保や従業員の待遇

改善のための賃上げを実施する余力は残って

いる。足元の労働生産性の水準を維持できる

と仮定すれば、労働分配率の適正水準まで1

人当たり人件費を約420万円から約440万円

へ引き上げることが可能であり、約5％増加

させる余地がある。

1人当たり人件費は、年功序列型賃金体

系（注6）など、年齢・勤続年数・性別・学歴といっ

た属性別の人員構成の影響を強く受けるた

め、従業員各人が労働の対価として受け取る

実際の賃金上げ動向と乖離する。そこで、性

別・学歴・年齢・勤続年数を固定した場合の個

別賃金水準の推移をみると（図表15）、13～

14年頃から上昇基調にあるものの、水準は

依然としてリーマンショック前まで回復して

いない低さであることが分かる。

1,000人未満の企業の賃上げ率（加重平均）

は2.0％前後で推移しているが、そのうち定期

昇給等が1.7～1.8％分を占め、賃金表の改定

（ベースアップ）等によって実際に賃金が底上

げされた部分は極めて小幅である（図表16）。

また、定昇制度のある企業のうち、17年に

ベアを実施した割合（一般職）は、100～

（備考）1	．労働分配率＝人件費計（直近4四半期合計）÷付加価値（直近4四半期合計）×100、付加価値＝経常利益＋人件費計
＋減価償却費合計＋支払利息等、1人当たり人件費（年間）＝人件費計（直近4四半期合計）÷人員計（直近4四半期平均）
とした。全産業（除く金融・保険業）。中小企業は資本金1,000万円以上1億円未満とした。図中の破線は労働生産性
（1人当たり付加価値）の水準の目安を示す。
2	．適正水準は、日銀『短観』の雇用人員判断DIを説明変数、労働分配率を被説明変数として回帰分析した時に、雇
用過不足が均衡（DI＝0）する労働分配率の水準とした（推計期間：94年1-3月～17年10-12月）。
3	．財務省『法人企業統計季報』、日本銀行『全国企業短期経済観測調査』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が
算出、作成
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図表14 　中小企業の労働分配率と1人当たり人件費（年間）の循環図

（注）5	．労働分配率＝人件費計（直近4四半期合計）÷付加価値（直近4四半期合計）×100、付加価値＝経常利益＋人件費計＋減価償
却費合計＋支払利息等、1人当たり人件費（年間）＝人件費計（直近4四半期合計）÷人員計（直近4四半期平均）とした。
6	．定期昇給制度がある企業の割合（企業規模別、一般職）は、100～299人が81.7％、300～999人が84.7％、1,000～4,999人
が88.0％、5,000人以上が89.7％である（17年）。厚生労働省『賃金引上げ等の実態に関する調査』より。
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299人が24.9％、300～999人が31.4％にとど

まる。労働者は、受け取った賃金が、今まで

の賃金表に基づく上昇ペースを上回って改善

したという実感に乏しい。とりわけ中小企業

の雇用者は、大企業に比べて賃金水準が低い

ため、緩やかな賃金の底上げでは、中小企業

で働く動機付けが高まりにくい状況と推測さ

れる。

17年春闘では、賃上げ分が300人未満の中

小組合で0.56％と、300人以上の大手組合の

0.47％を上回るなど、企業規模間の格差是正

が緩やかに進んでいる。18年春闘でも、格差

是正の強化が打ち出されており、中小組合の

賃上げ分が大手組合を上回るか注目される。

中小企業の財務内容が良好な景気回復局面

において、待遇改善などに踏み込んで将来有

望で活力のある若手労働者を確保し、職場定

着を高めることが喫緊の課題といえよう。新

製品・サービス分野への進出や販売チャネル

の強化などによる需要の拡大、高付加価値化

による価格引上げ、省力化投資・ITの活用等

による業務の効率化などで労働生産性を向上

（備考）1	．個別賃金水準（パーシェ式賃金比較法）は、基
準年の属性（性別、年齢（60歳未満）、学歴、勤
続年数）の構成割合が比較年と同じと仮定した場
合の賃金指数（各年の属性の構成割合をウエイト
とした97年の加重平均との比較）。年間賃金＝所
定内賃金×12＋賞与・一時金
2	．日本労働組合総連合会『連合・賃金レポート
2017』より作成
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模別推移

（備考）1	．10～99人規模の企業。「賃上げ率」は100～299人規模で代用した。「実際の賃金水準上昇率」は、パーシェ式計算
（当該年の性別、学歴、年齢、勤続年数の構成比を前年に当てはめて上昇率を算出）による。「1歳1年ピッチ」は、
「組合員・基本賃金」について計算した。98年以前は1人平均賃金が増額した企業のみを集計している。
2	．日本労働組合総連合会『連合・賃金レポート2017』、厚生労働省『賃金引上げ等の実態に関する調査』より作成
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させ、特に下請け・孫請け事業者などは親事

業者からの価格引下げ要請を回避するような

製品・サービスの差別化・品質改善を図るな

ど、一層の開発力・技術力・企画力の向上など

で賃上げ余力を引き上げることが中小企業に

求められる。

4 ．中小企業の経営安全性～コスト構
造上も資本構成上も健全性は良好

（1 ）損益分岐点比率～人件費が5％増加して

も損益分岐点比率は安全性を保持

中小企業の収益性は改善してきたが、コス

ト構造上の経営の安全性も高まっている。売

上高が当該時点のコスト構造の下で何％の水

準にまで減少したら利益がゼロになるのかを

示す損益分岐点比率をみると（図表17左）、

足元（17年10-12月）、中小企業（金融・保険

業を除く全産業）は80.9％である。マクロと

しての中小企業は、売上高が減少しても、約

20％以内の減少率なら、利益を出すことが

できるコスト構造に改善している。大企業

（62.8％）と比べると水準は高いが、バブル

景気の頃の水準にまで低下してきた。17年

は、原材料費等の負担増による変動費率の上

昇や人件費の高まりが損益分岐点比率の押上

げに寄与した一方、景気回復による売上高の

増加が押下げに寄与した（図表17右）。

前節で、労働分配率の適正水準まで1人当

たり人件費を約5％引き上げる余裕があるこ

とを示したが、仮に賃金等の人件費を5％引

き上げた場合、他のコスト構造に変化が無い

という前提を置けば、損益分岐点比率は固定

費の増加に伴い3.7％ポイント上昇し、84.6％

になると試算される。84.6％という数値は、02

年2月から73か月続いた戦後最長の景気拡大

期を下回る水準であり、賃金の引上げは安全

性の面からも耐えうる状態にあるといえる。

（備考）1	．固定費は人件費計＋減価償却費合計＋（営業外費用－営業外収益）、変動費は売上高－経常利益－固定費、変動費
率＝変動費÷売上高とした。各項目は直近4四半期合計して算出している。
2	．損益分岐点売上高＝固定費÷（1－変動費率）、損益分岐点比率＝損益分岐点売上高÷実際の売上高×100
3	．全産業（除く金融・保険業）。中小企業は資本金1,000万円以上1億円未満、大企業は同1億円以上とした。
4	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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（2 ）内部留保の蓄積と資金使途～自己資本

比率は上昇し、金融資産が累増

中小企業は収益性の改善に伴って、内部

留保の蓄積である利益剰余金が積み上がっ

ており、ストック面における経営の安全性

を示す自己資本比率は上昇基調で推移してい

る（図表18）。17年10-12月では、利益剰余

金は133.7兆円、自己資本比率は38.6％に達

した。5年前の12年は各々90兆円、30％前後

であり、急速に内部留保が積み上がった様子

がうかがえる。

これらの資金使途としてどのような資産

が増加しているのかをみると、「現金・預金」

と「投資その他の資産」の増加が顕著であ

る（図表19）。一方、前述の通り、企業は設

備投資に慎重になっており、「有形固定資

産」「無形固定資産」などの本業の稼ぎに関

わる実物資産は、15年頃にやや増加したも

のの、横ばい圏の推移が続いている。17年

10-12月は、「現金・預金」が105兆円、海外

子会社等の株式などを含む「投資その他の資

産」が74兆円となり、5年前（12年10-12月）

の83兆円、51兆円から大幅に増加した。一

方、「土地・有形固定資産・無形固定資産」は

（備考）1	．直近4四半期平均。全産業（除く金融・保険業）。中小企業は資本金1,000万円以上1億円未満。資産合計のみ右目盛、
他は全て左目盛
2	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表19 　中小企業の主な資産項目の金額の推移

（備考）1	．自己資本比率＝純資産額計÷（負債及び純資産
合計－新株予約権）×100とした。自己資本比率の
分子・分母と利益剰余金は直近4四半期平均。全産
業（除く金融・保険業）。中小企業は資本金1,000
万円以上1億円未満とした。
2	．財務省『法人企業統計季報』より信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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162兆円から168兆円へ微増したにとどまる。

中小企業はバランスシート上の財務健全性

も高まっていることから、資金運用に回す分

を賃上げ等による待遇改善に充当したり、資

産を本業に関わる設備投資に回したりするこ

とが、中小企業の資産効率や生産性の向上に

結びつき、一段の財務内容の健全化につなが

るものと考えられる。

5．おわりに

ここまで、中小企業の財務内容を分析して

きたが、収益性や安全性などの経営指標がバ

ブル期の水準にまで改善するなど、良好な状

態であることがわかった。その一方で、積極

的な投資活動は抑制されており、賃金水準も

極めて緩慢な上昇にとどまる。中小企業の経

営活動は非常に慎重化しており、日本の景気

回復が実感できないのは、中小企業がいつま

た経済危機に襲われるのかという不安感が依

然として払拭されていないことによる影響が

大きいものと推測される。中小企業が経済危

機等に見舞われた際にも事業活動が継続でき

るよう、無担保・無保証貸付や事業性評価融

資の普及およびセーフティーネットの再構築

など、中小企業がリスクをとって積極的に経

営活動できる環境を整備することが求められ

る。金融機関は、中小企業の経営ビジョン・

経営能力・企画力・技術力等を評価する目利き

力を高め、将来的に成長力がある有望な事業

に対して積極的に支援することが必要である。

また、既存の中小企業のみならず、起業家

を育てる創業支援を強化しなければ、中小企

業や小規模事業者の減少傾向に歯止めが掛か

らない。厚生労働省『雇用保険事業年報』（注7）

から算出した、従業員を雇用する雇用保険適

用事業所の開業率をみると、11年度の4.5％

をボトムに上昇しており、16年度は5.6％に

改善している（図表20）。建設業は、11年度

まで廃業率が開業率を上回っていたが、近

年、公共投資・災害復興事業や都市再開発等

による下支えで開業が活発化しているものと

見込まれる（図表21）。また、①労働需給の

逼迫や働き方の見直しなどで労働者派遣業

等、②農地法改正や電力自由化等による規

制緩和で新規参入が進んだ農業・電気業等、

③高齢化の進展で介護事業等、④夫婦共働き

世帯・単身世帯等の増加やインバウンドの拡

大等で飲食サービス、⑤スマホやIoT（モノの

（注）7	．本統計は、雇用保険の適用・給付状況を把握するために作成されている。雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している
適用事業所（有雇用事業所）が対象であり、企業単位での開廃業や事業主が1人で雇用者が存在しない事業所の開業の実態は確
認できないが、総務省・経済産業省『経済センサス』による開廃業率と異なり、年次の推移が把握できるという利点がある。

（備考）1	．開業率（廃業率）＝当該年度に雇用関係が新規に
成立（消滅）した事業所数÷前年度末の適用事業所
数×100
2	．厚生労働省『雇用保険事業年報』より作成

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

85 90 95 00 05 10 15
 （年度）

開業率
廃業率

（％）

図表20　有雇用事業所における開業率・廃業率



 調　査 33

インターネット）・ビッグデータ活用等の普及

による情報通信業などの開業率が高かった。

政府は規制緩和や技術開発等に対する支援

などを推し進め、新たなビジネスチャンスを

創出し、金融機関は新規事業に参入しやすい

資金環境を提供することで、開業・設備投資

の活発化や所得環境の底上げが進展し、新陳

代謝が高い経済構造へ活性化させる必要が

ある。

（備考）1	．開業率（廃業率）＝当該年度に雇用関係が新規に成立（消滅）した事業所数÷前年度末の適用事業所数×100
2	．適用事業所とは、雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業所のこと
3	．厚生労働省『雇用保険事業年報』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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（キーワード）　�中小企業、稼ぐ力、地域密着、経営者の熱い想い、地元愛

（視　点）
　中小企業庁が公表した『2016年版	中小企業白書』では、中小企業の「稼ぐ力」についての一
貫性をもった分析が行われている。また、「第169回全国中小企業景気動向調査	特別調査」の結
果では、地域活動に前向きな中小企業が多く、とりわけ各種地域活動に積極的に参加している
中小企業にとって、その活動が企業経営にプラスの影響を与えている傾向がみられた。
　そこで、本稿では、『中小企業の「稼ぐ力」』シリーズの最終回として、「地域密着」によって
「稼ぐ力」を獲得しようと挑戦する中小企業の事例を取り上げ、その「稼ぐ力」の源泉は何かを
探りたい。

（要　旨）
●	信金中央金庫	地域・中小企業研究所が全国の信用金庫の協力を得て取りまとめている「第
169回全国中小企業景気動向調査」に附帯する特別調査「中小企業経営と地域との関わりに
ついて」によると、地域活動団体等に加入することで、中小企業の経営に一定の成果が出
ているようであり、地域活動への参加が自社の業績に成果をもたらしている実感を得る中
小企業があるようである。

●	「地域密着」によって「稼ぐ力」を獲得するためには、強い“地元愛”を前提としたうえ
で、経営者の行動力もしくは組織の機動力、加えて自社独自の高い技術力を活かして、長
期的な視野に立って地道に地域密着の活動に取り組んでいることが挙げられる。信用金庫
としては、“地域とともに”あるいは“地域のために”を謳う地域金融機関として、こうし
た地域密着の活動に前向きに取り組む事業者を“後押し”する“潤滑油”のような役割が
求められるのではなかろうか。

●	4回にわたる『中小企業の「稼ぐ力」』シリーズで取り上げた事例企業の共通点として、企
業理念ともいえる経営者の“熱い想い”が大前提としてあり、その「熱い想い」から独自
色が生み出される。その独自色の上に、経営者が、「技術力」、「行動力」、「広い視野」、「人脈」、
「地元愛」などのさまざまな要素をバランスよくミックスすることにより、その企業独特の
「強み」を生むのだろう。その「強み」が、時系列に“深み”を徐々に増していくことによ
り「稼ぐ力」が決定づけられるのではないだろうか。

調 査

中小企業の「稼ぐ力」④
－地域密着による「稼ぐ力」への挑戦－

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

馬場　亮太

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
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はじめに　－「地域密着×稼ぐ力」－

　本年度は、年度間を通じたシリーズとし

て、『中小企業の「稼ぐ力」』をテーマとし

て、取り上げている。本シリーズでは、「IT

活用」、「海外事業展開」、「新事業展開（異業

種参入）」、「地域密着」という4つを切り口

とし、持続的に収益を稼いでいる中小企業・

小規模事業者の取組みをクローズアップする

ことで、中小企業が「稼ぐ力」を確保するた

めのポイントを整理し、今後の中小企業経営

のあり方を探ろうと試みる。

　『2014年版	中小企業白書』の第3部第5章第

3節 で は、CRSV（注1）（Creating	and	Realizing	

Shared	Value）という概念を紹介し、本節の

締めくくりにおいて、「…（中略）…中小企業・

小規模事業者が地域課題の解決に自らの事業

として取り組むことは、課題解決による地域

活性化と、それによる企業利益の増大という

好循環を生み出すことが分かった。…（中略）

…課題解決による地域活性化と時代とともに

変容していくニーズの変化への対応を着実に

行っていけば、中小企業・小規模事業者は、

「顔の見える信頼関係」という強みを活かし

て、大企業に負けずに、当該ニーズに基づく

事業を続けていくことができる。」ことを指

摘している。また、『2015年版	中小企業白書』

の第3部第1章第2節のなかで、「地域課題を解

決する多様な担い手が、その取組を持続させ

ていくためには、その取組に事業性を持たせ

る、すなわち地域課題解決への取組に対して

相応の対価を得ることが重要であると考えら

れる。」と論じ、中小企業における持続的な

地域密着の取組みと企業利益との関係性につ

いて触れられている。

　これらを踏まえ、本稿では、『中小企業の

「稼ぐ力」』シリーズの最終回として、『「地域

密着」で「稼ぐ力」』を取り上げる。

1 ．中小企業における地域社会への関
わりと経営への影響

　信金中央金庫	地域・中小企業研究所が全

国の信用金庫の協力を得て取りまとめている

「第169回全国中小企業景気動向調査」（2017

年7‒9月期）に附帯する特別調査「中小企業

経営と地域との関わりについて」において、

信用金庫取引先を対象にアンケート調査を

行った。

　その結果をみると、地域活動団体等への加

入状況については、「商工会・商工会議所

（63.8％）」が最も多く、以下、「各種組合（同

業種・地域等）（39.3％）」、「信用金庫の経営

者会等（21.9％）」と続く。一方、「まったく加

入していない」企業は、全体の12.8％にとど

まった（図表1）。この地域活動団体等への

加入状況と業況との関連をみると、地域活動

団体等に加入している中小企業は、加入して

いない場合と比較して業況が良い傾向にあっ

た（図表2）。すなわち、地域活動団体等に加入

することで、中小企業の経営に一定の成果が

（注）1	．地域に根ざした事業活動を行う中小企業・小規模事業者が、事業を通じて地域課題を解決することにより、その地域が元
気になり、その恩恵を地域課題を解決する事業を行う中小企業・小規模事業者が享受するという考え方
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出ているようである。一部の中小企業では、地

域とのつながりを自社の今後の営業活動に役

立てたいとの意識が高いことがうかがえる。

　また、地域活動への取組みについて、「取り

組んでいる企業（73.0％）」が、「取り組んで

いない企業（27.0％）」を大きく上回り、中

小企業においては、総じて地域活動への参加

に積極的な姿勢で臨んでいることがうかがえ

る。こうした地域活動に取り組んでいる中小

企業の半数近くが、地域活動に取り組むこと

を「経営にプラス（どちらかといえばプラス

を含む）になる」と回答しており、「経営にマ

イナスになる」と回答した企業はほとんどな

い（図表3）。さらに、地域活動への参加と

図表1　地域活動団体等への加入状況 図表 2　地域活動団体等への加入の有無と業
況判断D.I.
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信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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図表3　地域活動への取組みと経営への影響
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業況との関連をみると、「経営にプラス（どち

らかといえばプラスを含む）」と回答した中

小企業の業況には良い傾向がみられた。すな

わち、地域活動への参加が自社の業績に成果

をもたらしている実感を得る中小企業がある

ようである（図表4）。こうしたなか、以下

では、地域活動に前向きに参加したり地域経

済に積極的に関わることを通じて自社の事業

の幅を広げようと挑戦する中小企業の事例を

紹介する。

2 ．「地域密着×稼ぐ力」に挑戦する
中小企業

（1 ）株式会社アクアサウンド（神戸市中央

区、製造業）

イ．会社の概要

　同社は、2012年に、兵庫県内にある船舶

用電子機器メーカー出身の技術者を中心に、

社員4名で創業した（図表5、6）。現在は社

員8名で、うち7名は技術者であり、“高度な

技術者集団”といえる。2016年3月には、

京都市ベンチャー企業目利き委員会（注2）か

ら、同社の「魚類の行動把握のための加速

度センサを搭載した超小型超音波発信器の

開発」にかかる事業プランでAランクの認

（注）2	．http://www.venture-mekiki.jp/参照

図表 4　地域活動への参加と業況判断D.I.
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（備考）1	．「経営にプラス」は「どちらかといえばプラス」
を含む。
2	．「経営にマイナス」は全体の約0.5％と極めて少
ないため捨象した。
3．第169回全国中小企業景気動向調査をもとに	
信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表5　同社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

株式会社	アクアサウンド
笹倉	豊喜（会長）遠藤	保彦（社長）
兵庫県神戸市
2012年3月
8名
水中音響調査機器の設計・製造・販売、
水中音響データの解析作業・解析ソフト
ウェアの制作、水中音響調査のコンサル
ティング・計測・解析

（備考）1	．写真は取材に応じていただいた遠藤保彦代表取
締役社長
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表6 　作業場の風景

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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定を受けている。

　社名の「アクアサウンド」は、「水中の

音」という造語である。ここには、“海洋研

究全般を同社の水中音響技術が支えるとの

自覚を持ち、わが国をトップクラスの海洋

国家にすることに貢献したい（注3）”という

同社の熱い想いが込められている（注4）。

　創業者の一人は、東京海洋大学で客員教

授を勤める等、東京大学、京都大学、北海

道大学等での海洋研究者とのネットワーク

が広く、彼らから、“小さな魚にも装着でき

る小型発信機を使いたい”、“目視調査の難

しいクジラやイルカの鳴き声を調査するの

に適した機材が見つからない”等の声が寄

せられていた。こうした多くのわが国の海

洋研究者のニーズを満たす目的で、創業に

踏み切った。創業当初は、ある創業者の伝

手で京都府京都市に拠点を構えたものの、

諸事情により、現在の兵庫県神戸市に拠点

を移し、これをきっかけに淡路信用金庫

（兵庫県洲本市）とのリレーションを深め

ている。

ロ ．事業の概要　－近畿圏を中心とした漁

業・海洋研究の後押し－

　同社は、わが国で初めて、魚類の行動を調

査・研究するための世界最小クラスの超音

波発信機（ピンガー）を開発した（注5）（図表7）。

取材に応じていただいた遠藤社長は、「わ

が社は、ピンガーを売り出すために創業し

たといっても過言ではない」とおっしゃる

ほど、ピンガーの開発には熱意を持って取

り組んでいる。わが国の海洋研究者の間で

は、海外製品で高価なうえに研究ニーズに

合わないとの声があり、高い国産品ニーズ

のなかでの製品開発、提供となった。この

製品の特長は、世界最小クラスの小型化を

実現したこと、水深500ｍほどの遠距離に

対応できること、最長1年の電池寿命の長

期化を実現したこと、複数のピンガーを同

時認識できる高い識別能力を持つこと等が

挙げられる。ピンガー1本あたりの価格は、

海外製品の6割以下に抑えることで、研究

予算の限られたわが国の海洋研究者には歓

迎され、徐々に普及しはじめている。ピン

（注）3	．同社によると、海洋研究・調査に使用する機材のほとんどは欧米製の輸入品であり、高価な機材を購入せざるをえない現
状にある。また、海洋研究・調査も欧米に劣後しており、四方八方を海に囲まれていながら、漁業生産量は世界第6位、海洋
鉱物資源産出量は世界第5位以下である。
4	．同社の方針は、1．顧客のニーズにいかにしたら実現出来るかを常に考え、YESと言える姿勢で臨む、2．常に創業の精神
を忘れず、なにごとにもチャレンジ精神で臨む、3．海洋に関する音響技術はすべて我が社で実現可能との自信を持ち、研鑽
に励む、4．海洋研究全般を我が社の水中音響技術が支えるとの自覚を持ち、社会に貢献する、5．水中音響技術の維持・発
展のため、社内外を問わず、人材の育成に努める、6．会社の余剰利益は、国内外を問わず、人材の育成のためにこれを使
う、7．会社人員は少数精鋭をもって旨とし、いたずらに拡大を望まず、である。
5	．携帯電話やGPSに使用されているCDMA技術を採用している。

図表7 　わが国初の超小型ピンガー

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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ガーのほか、録音装置として自動水中音録

音システムAUSOMSシリーズ（図表8）も

提供している。これは、目視調査が難しい

イルカやクジラなどの海洋生物の鳴音から

位置や存在を求める装置である。機能がコ

ンパクトにまとまっているため（注6）、大型

の海洋生物に直接装着したり、魚介類の巣

穴に設置する等で単独で使用されている。

　2017年には、東京海洋大学との共同開

発により、ピンガーを応用した画期的な網

深度計（発信器・受波器・受信機）を開発

した。漁具の深度情報を超音波で伝送する

ことで、漁業者がリアルタイムに正確な深

度情報を確認できる。海外製品と比べてピ

ンガーの重量を10分の1ほどに抑えるとと

もに、価格も3分の1ほどに抑えることに

成功した。現在、富山湾（富山県射
い

水
みず

市
し

）

の白エビ漁で、3隻ほどの漁船に設置して

実証実験を行っており、一定の成果を上げ

ている。

ハ．今後の展望

　富山湾等での実証実験で一定の成果を上

げていることから、直近、2018年2月から

3月にかけて行われる地元のいかなご漁（注7）

において、淡路信用金庫からの紹介等を受

けながら、地元の漁業協同組合（漁協）と

協業し、その関係を深めていきたいとい

う。遠藤社長は、まずは同社の拠点エリア

である大阪湾、播磨灘で取引基盤を確実に

築きたいという。また、同社製品の販売先

も、大学や研究機関等だけではなく、漁業

関係者にも広げていきたい方針である。

　また、こうした地元および近畿圏での漁

協との協業が大きな成果を上げていけば、

今後、同社製品を、創業者の出身母体の販

売網を活用しながら、全国の漁協、ひいて

は海外に向けて販売先を拡大していきたい

と意気込む。

（2 ）有限会社朝日スポーツセンター・イシケン

スポーツ瀬谷店（神奈川県横浜市、小売業）

イ．会社の概要

　同店は、久保忠昭代表取締役の父によ

り、1964年10月10日に開催された東京五

輪の開会式に合わせて開業した（図表9）。

取材に応じていただいた久保社長は、3代

目社長であり、2013年に先代から事業を

引き継いだ。相鉄線・瀬谷駅から徒歩3分

の立地に店舗を構えており、現在、社員は7

名である。主に野球、ランニング／ウォー

図表8 　自動水中録音システム「AUSOMS」
シリーズ

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（注）6	．内部に録音装置と電源を内蔵し、外部にマイクが設置されている。
7	．明石沖・神戸沖・淡路東浦沖・淡路西浦沖・姫路沖で行われる。
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キングシューズ、ラケットスポーツ等のス

ポーツ用品の販売に加え、横浜市指定業者

として、横浜市内の多くの小・中・高校か

ら体育器具、部活動用品の注文や修理を受

け付けている。なお、社名の「イシケンス

ポーツ」は、1960年に（有）イシケンスポー

ツ本店（注8）を創業した石
・

川謙
・

吉氏が、アマ

チュアのミドル級チャンピオンに輝くほど

のボクサーであったときのニックネーム

“イシケン”に由来している。開業のきっ

かけは、当時、横浜市内にスポーツ専門店

が少なかったこと、瀬谷区周辺の人口が増

加傾向にあったこと、東京五輪をきっかけ

にスポーツが国民生活の中に浸透するだろ

うという期待感であった。当初、久保社長

の父母2名のみで事業を開始した。しか

し、1975年頃から、ゴルフ用品やスキー

用品等を中心に競合店が増えて価格競争が

厳しくなったため、「価格以外でのきめ細

やかなサービスで勝ち残っていこう」とい

う姿勢で営業活動に取り組んだ結果、取引

先からの高い信頼を得られるようになっ

た。こうした業容の拡大に合わせ、社員を

徐々に増やして地道な外商活動にも取り組

むようになった。その結果、現在、横浜市

内にある小・中・高校との取引を実現する

に至っている。

ロ ．事業の概要　－地元のスポーツと健康

維持を盛り立てる－

　先代から大切にしてきた「価格以外での

きめ細やかなサービス」に徹する姿勢は、

久保社長の代にも受け継がれている。店頭

販売のほか、多くの小・中学校との取引で

は、スポーツ用具等のメンテナンス、修

理、あるいは部活動の顧問からの相談や要

望、グラウンドの整備やプール洗浄にかか

る相談など、仕事の範囲は多岐にわたる。

そのため、社員には幅広い知識と経験が求

められることから、久保社長は、同店を定

年退職したベテラン社員に、若手社員の育

成を手伝ってもらっている。“一人前”とい

われるベテランになるまでには10年以上

かかることから、まずは小・中学校への同

行訪問をはじめ、ベテラン社員から若手社

員へのノウハウの継承に力を注いでいる。

このように、“取引の中身（質）”をさらに

（注）8	．イシケンスポーツは、｢本店｣ と ｢瀬谷店｣ と名乗っているものの、それぞれ別法人となる。

同社の概要

法 人 名

代 表
本部所在地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

有限会社	朝日スポーツセンター
イシケンスポーツ瀬谷店
久保	忠昭
神奈川県横浜市瀬谷区
1964年10月
7名
スポーツ用品販売

（備考）1	．写真左は、取材に応じていただいた久保忠昭	
代表取締役
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表9 　同社の概要
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高めることに努めている。

　また、久保社長は、20年ほど前から、来

店客のなかにシューズでの足の不調を訴え

るケースが少なくないことに気づいたこと

をきっかけに、シューフィッター（注9）や

フットケアトレーナー（注10）の勉強をして資

格取得をしている（図表10）。これら資格

取得には時間と労力がかかったものの、“す

べてはお客様のため”、そして“靴を売っ

た後も責任を持つ”という久保社長の熱い

使命感が原動力になったようである。社長

職を引き継いだ現在、久保社長は、店頭販

売において、足型をしっかり測定したうえ

で靴を販売するやり方に強くこだわってい

る（図表11）。特に、スポーツシューズは、

短時間で利用者にフィットするかどうかが

はっきりするため、こうした手間をかけた

親身な靴の販売が口コミで評判となり、わ

ざわざ遠方から来店する客もいるという。

　さらに、地元・瀬谷区は、アマチュア野

球チームの登録件数が多い等スポーツの盛

んなエリアであり、同社は、民間企業とし

ては珍しく、瀬谷区野球協会、瀬谷区ソフ

トボール協会、瀬谷区陸上競技協会の事務

局をボランティアで担っている。こうした

活動を通じて、地元のスポーツ関係者との

接点を深めており、地元のスポーツ指導者

等との取引にもつながっている。

　そのほか、最近、久保社長は、地元の中

学生向けに職業講話をしたり職場体験の受

入に協力する等、「子どもたちに靴の大切さ

を知ってもらいたい」という熱い想いで、

（注）9	．（一社）足と靴と健康協議会が認定する資格で、お客様の健康管理の一翼を担うとの自覚に立って、足に関する基礎知識と
靴合わせの技能を習得し、足の疾病予防の観点から正しく合った靴を販売する専門家のこと。
10	．NPOオーソティックスソサエティーが認定する資格であり、足と靴が原因で起こるトラブルを医学的根拠に基づき歩く
バランスから分析して、インソールの作成・調整によって、それを解決する知識と技術を持った専門家のこと。

図表10 　シューフィッター認定証

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表11 　足型測定サービス

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影



42	 信金中金月報　2018.5

積極的に地元の中学校からの要望に応えて

いる。

ハ．今後の展望

　最近、若手女子社員から「キャラクター

を使ってSNS等を通じた情報発信に力を

入れたほうがよいのでは」という提案を受

けて、「もぐ太ろう」（図表12）というキャ

ラクターを創作した。キャラクター名を公

募したところ、地元の子どもたちから350

以上の応募がある等、大きな反響があった

という。今後、この「もぐ太ろう」を活用

したPRに力を入れたいという。

　また、上述したさまざまな地域活動を通

じて、地元の行政や公的機関が主催する健

康イベントに協力するケースが増えてきた

という。これら活動はボランティアではあ

るものの、久保社長は、「競技だけではな

く、お客様の健康維持の手伝いもしていけ

れば」と熱く語る。

　個人スポーツ店は大手スポーツ店の進出

やネット通販サービスの台頭の影響を受け

やすいなか、久保社長は、試行錯誤を繰り

返しながらも、「物販＋α」、すなわち「新

しいことに常に挑戦して、スポーツや健康

に関わることを地元に提案していくこと

で、地域のお役に立てる会社」にしていき

たいと意気込む。

（3 ）アマテラス（兵庫県南あわじ市、宿泊・

飲食業）

イ．会社の概要

　アマテラスの出田代表は、2016年11月か

ら、兵庫県南あわじ市で、主にサイクリス

ト（注11）向けにレストラン兼ペンション「ア

マテラス（注12）」を経営している。（図表13）。

出田代表にとって、出田鐵工（株）の経営と

（注）	11．スポーツ自転車に乗る自転車愛好家のこと。
12．「古事記」「日本書紀」の淡路島の国生み伝説に由来する。

図表12 　同社キャラクター「もぐ太ろう」

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表13　同社の概要

事業の概要

屋 号
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

アマテラス	 	
出田	裕重	 	
兵庫県南あわじ市		
2016年11月	
3名	 	
宿泊・飲食業

（備考）1	．写真は取材に応じていただいた代表の出田裕重氏
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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合わせて第二創業となる。

　取材に応じていただいた出田代表の実家

は、1928年から3代続く鉄工所である。大

学卒業後、同業者の下で職務経験を積み、

25歳のとき、高齢の父親から出田鐵工（株）

の4代目社長となる。出田代表の両親は、

鉄工所の経営の傍らで地域活動に積極的に

参加し地元での評判がよかったことから、

出田代表も、地元の商工会青年部で精力的

に活動する等、地域活動に積極的に取り組

んできた。30歳になったとき、南あわじ

市議会議員に当選し2期務めた。この市議

会議員の経験は、出田代表にとって、現

在、兵庫県をはじめ行政を巻き込んで地域

活動に積極的に取り組むことのできる原動

力となっている。出田代表は、地域活動の

成否は、“やるかやらないか”という行動力

に尽きると言い切る。出田代表自身もサイ

クリストであり、近所を通過するサイクリ

ストが宿泊施設や休憩所を探す姿を幾度も

目にしてきた。周辺には、食事や休憩する

場所がなかったことから、こうしたサイク

リストのため、レストラン兼ペンション

「アマテラス」の開業に踏み切った。

ロ ．事業の概要　－ロードバイクで淡路島

を盛り上げる－

　兵庫県・淡路島は、海岸伝いに一周する

と約150kmであり、このコースは「アワイ

チ」と呼ばれ、サイクリストの間では人気

を集めつつある（図表14）。しかし、「サ

イクリストの聖地」といわれる「瀬戸内し

まなみ海道」（愛媛県・広島県）や「びわ湖一

周	ビワイチ」（滋賀県）と比較すると、サイ

クリストへの対応の遅れは否めなかった。

　「アマテラス」の場所は、「アワイチ」のス

タート地点を明石海峡大橋側（図表14右上）

とすると、ちょうど淡路島一周150kmの中

間地点の位置にある（図表14左下）。出田

代表は、カフェ・チルコロ（淡路市）やカ

フェ「ジロ・デ・アワジ」（南あわじ市）と

も連携し、サイクリストが気持ちよく淡路

島を周遊できるよう努めている。

　「アマテラス」の建設にあたっては、自

社の資材置き場として利用していた土地

350坪を活用した。ペンションは5室で、

計14名が宿泊できる（図表15、16）。休憩

所としてカフェ兼レストランも併設し、サ

図表14 　淡路島サイクリングマップ

（備考）兵庫県ホームページより引用
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イクリストの“オアシス”となっている

（図表17）。

　出田代表は、自らもサイクリストである

ことから、サイクリストと同じ目線で施設

を設計しており、「アマテラス」の前面ス

ペースには、駐輪用の専用ラックを完備し

たり、洗車・給水、簡易修理サービスまで

無料で提供している。また、サイクリスト

が宿泊する場合には、ロードバイクが高価

であることを勘案し、宿泊部屋に自転車を

保管できる工夫をしており、サイクリスト

には人気となっている。現在、「アマテラ

ス」の年間宿泊客数は800人を超えてい

る。当初、サイクリストの宿泊を想定して

いたが、宿泊客のうちサイクリストは3割

である。周辺に宿泊施設が少ないことか

ら、家族連れに人気を博している。カフェ

兼レストランの利用も、ブーケ教室やハン

ドメイド教室等のイベントのため、地元住

民の“憩いの場”として開放していることか

ら、地元住民を中心に利用が増えている。

　出田代表は、「アマテラス」の運営とと

もに、サイクリストにとってのロードサー

ビスの向上を図るため、「淡路島自転車推進

協議会」の設立にも中心的な役割で関わっ

た。同協議会では、「アワイチ」のコース

情報の提供や年4回のイベントツアーの企

画、SNS等での情報発信（サイクリング情

報をネット配信する「あわじロードバイク

サポーターズ」）をしており、サイクリス

トの関心を誘っている。例えば、地元の農

家や淡路島十三仏霊場会等と連携して、地

元名産の淡路島たまねぎ等を収穫する「農

作物収穫体験ツアー」や、島内の寺を巡る

「淡路島十三仏霊場御朱印ツアー（注13）」な

どを企画している。また、こうした情報発

信にあたって、地元の淡路信用金庫（兵庫

県洲本市）も、出田代表に対して、PRツー

ルとしてSNSの活用方法等のセミナーを

図表17 　併設するカフェ・レストラン

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表15 　ペンション外観

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表16 　ペンション室内

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（注）13	．「淡路島十三仏霊場」マップを作成している。
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案内する等、資金面以外での支援を行って

いる。

ハ．今後の展望

　自らもサイクリストである出田代表は、

淡路島を、「瀬戸内しまなみ海道」のよう

な「サイクリングの聖地」にするため、市

議会議員時代の経験も活かしながら、官民

連携にも力を注いでいる。2018年3月に開

催される報知新聞社主催で兵庫県南あわじ

市、徳島県鳴門市も協力する「鳴門・南あ

わじ渦潮ファンライド」の取組みにも裏方

で奔走している。

　出田代表は、地元への愛着心に溢れてお

り、「自分が動くことがきっかけとなって、

特に若い人たちを中心に地元の人と人がつ

ながっていくのを見たい」と語る。出田代

表としては、自転車以外の取組みでも、常

に“地元のために何ができるか”を考えて

おり、今後も、“地元の盛り上げ役”として

邁進していきたいと意気込む。

（4 ）株式会社日本海コンサルタント（石川

県金沢市、建設コンサルタント）

イ．会社の概要

　同社は1976年に、現・代表取締役会長

である黒木輝久氏が石川県金沢市を本社に

設立した。なお、黒木会長は2013年4月に

旭日双光章を受賞している。現在、地元・

北陸を中心に関東、近畿、中部など幅広く

事業展開する建設総合コンサルタントであ

る（図表18）。同社では、「情熱、技術、そ

して挑戦」をテーマに、“自然と都市と人間

が調和し、共存する環境の創造がわが社の

使命”であるとし、地域との共生に果敢に

挑戦している。

　創業以来、自治体の道路・公園や上下水

道などのインフラ整備の調査・計画・設計

で右肩上がりの成長を続けてきたものの、

1990年代後半から、主力事業であった公

共事業の減少に見舞われた。これをきっか

けに、「従来のように受注をこなすだけでは

駄目だ。企画提案力をさらに強め、地域に

とって有益な事業を展開しなければならな

い」（注14）と、外部環境の変化にすばやく対

応して体制整備を急いだ（注15）。

図表18　同社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

株式会社	日本海コンサルタント
黒木	輝久（会長）　黒木	康生（社長）		
石川県金沢市
1976年6月
203名
建設コンサルタント

（備考）1	．写真は取材に応じていただいた黒木康生代表取
締役社長
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）14	．当時、陣頭指揮をとったのは創業者の一人である高木健三副社長であった。
15	．技術力向上委員会を設置するなど、組織横断的に受注業務に対応できる体制を整えた。
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　こうした体制整備の下で業容は拡大した

ものの、課題となったのは人材育成であっ

た。「コンサルタントは技術力が最高のセール

スポイントになる」との信念の下（注16）、「資格

取得援助制度」や「社内技術士会（注17）」を

通じて資格取得を推奨し、高いノウハウを

持つ技術者の育成に取り組んだ（図表19）。

現在、技術士の資格保有者が85名（延べ

人数）以上に上る等、社員の間では“資格

取得は当たり前”という風土が醸成されて

いる（注18）。そのため、地元では、「（日本海

コンサルタントに）入社すると国家資格が

必ず取れる」と認知されるようになり、一

般的に人材確保が難しいといわれる建設コ

ンサルタントにおいて、同社には、理系の

大学生を含めて入社希望者が募集を上回る

ほどであるという。

　このように、外部環境の変化に迅速に対

応し、地域との共生を大切にしてきた姿勢

が、創業時5名であった同社を、社員数

200名を超える企業に成長させたのだろう。

ロ ．事業の概要　－地域の交通整備から地

域振興を図る－

　同社の“地域との共生”への挑戦の一つ

が、地元・金沢市から受注した公共レンタサ

イクル事業「まちのり（注19）」の運営である。

　金沢市では、2010年に、北陸新幹線の開

通に伴う観光客の急増を見据えて公共レン

タサイクルの社会実験が行われ、その効果

検証を踏まえた公募型プロポーザルで、同

社が公共交通事業者として実施主体である

金沢市から委託を受け、2012年から、地元

企業3社と共同で、本事業の運営・管理を

請け負っている。同社としては、公共交通

は新しい分野への挑戦であり、受託してか

ら事業開始までの期間が限られていたこと

から、共同で運営・管理する3社を含む多

くの地元関係者の協力を得ながら、事務局

の開設準備（注20）、関連機器類の整備（注21）、

利用料金の検討（注22）、事業管理運営体制の

整備（注23）等に急ピッチで取り組んだ。なお、

金沢市との具体的な役割分担は、事業開始

図表19 　同社のロビーには技術に関する表彰
状が並ぶ

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（注）16	．当時、陣頭指揮をとったのは総務部門を統括する北本徹雄専務取締役であった。
17	．同社独自の仕組みであり、社内の技術者が資格取得希望者の模擬面接等のフォローを行っている。模擬面接は本番の面接
以上の難易度である為、多くの技術者を輩出している。

18	．国家資格試験の受験者に対しては、社内で、高い知見を有する社員が試験官代わりとなり、実際の試験より高度なレベル
の模擬試験等を実施している。

19	．「まちのり＝街の利」とし、金沢の人や街のためになることを実践することをコンセプトにしている。
20	．事務所の選定、スタッフ募集、スタッフに対する各種教育・研修・安全教育、各種パンフレット作成、各種マニュアル作成等
21	．サイクルポートのデザイン・設置、自転車の選定・デザイン、安全衛生管理マニュアルの作成等
22	．安全・安心サービスと事業運営の採算性とのバランスを勘案して検討
23	．運営・管理を担う同社を含む4社で共同企業体を構築、まちのり応援者（ボランティア団体）募集、自転車ドレスガード
協賛企業広告募集、法人利用募集等。なお、自転車ドレスガード協賛企業として、金沢信用金庫（石川県金沢市）も協賛し
ている。
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後、その都度、協議しながら対応していく

ことにした。バス等の市内の公共交通の料

金やルートを基準に、サービスの基本料金

は1日200円／30分（注24）と設定し、自転車を

貸出・返却する拠点「サイクルポート（注25）」

を市内21か所に設置した（図表20、21）。

自転車の利用にあたっての路上端末機での

登録手続は1分程度で簡単に完了できるた

め、初めて金沢を訪れる観光客にも利用し

やすい。観光客に金沢を満喫してもらうた

め、それぞれの季節に応じたお勧めルート

マップ（図表22）を配布する等の工夫も

している。利用者が増えてきたため（注26）、

2017年中に、三段ギアの一般自転車や電

動アシスト自転車も導入したり、手荷物預

かりサービスを開始した。また、2013年4

月からは、公共レンタベビーカー「ベビの

り」の運営も開始した。

　2018年1月現在、地元市民を含めた利用

状況は、2012年のサービス開始から6年間

で、延べ利用回数は約90万回となり、巡

回バス以外の二次交通手段（注27）の一つとし

て徐々に浸透してきている。さらに、本事

業を浸透させていくため、例えば協賛する

飲食店や土産店で割引等の特典を受けられ

る「まちのりクーポン」を発行したり、オ

リジナルグッズの商品開発・販売にも取り

（注）24	．1日のうちの1回の利用時間が30分を超えると加算料金がかかるが、サイクルポート間を30分以内で何度も乗り継ぐ場合
は基本料金（200円）のみとなる。

25	．利用状況をスマートフォンで確認しながら、自転車の台数がサイクルポートごとに偏らないよう、サイクルポート間で自
転車を軽トラック輸送している。なお、軽トラックのドライバーとして、高齢者人材を採用している。

26	．自転車を乗り継ぐニーズより、1台の自転車を自由に乗り回したいニーズもある。
27	．拠点となる空港や鉄道の駅から観光地までの交通のこと。

図表21 　利用登録・貸出・返却を無人で完結
する端末機

（備考）同社提供

図表20 　「まちのり」で貸し出している自転車

（備考）同社提供

図表22 　お勧めルートマップ

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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組んでいる。また、本事業にかかる各種問

い合わせ（注28）にも真摯に対応することで、

リピーターを増やして利用を普及すること

に努めている。

　同社は、このように本事業の運営・管理

に積極的に関わってきた結果、“自転車に強

い会社”として知名度が高まりつつあり、

金沢市外から自転車関連業務の相談を受け

たり、公共交通分野で実績を上げたこと

で、中心市街地関連の業務受注を請け負う

ようになった。本事業への深い関わりを通

じて、取引先を含む関係者からは、「新しい

分野にもチャレンジする建設コンサルタン

ト会社」として高い評判を得ている。

ハ．今後の展望

　金沢市では、2018年4月から、自転車の

安全な利用の促進に関する改正条例が施行

されるため、同社では、市民を主な対象に、

自転車利用のマナーやルールにかかる指導

や啓発活動に取り組んでいきたいという。

　また、同社としては、「まちのり」事業

を、“地域との共生”“まちなかの賑わい創

出”という理念に合わせて、さらに面的な

広がりを創るため、地元の関係者とのコラ

ボレーションを深めながら、市内ツアーの

企画等、お土産の開発やクーポン提供以外

のさまざまな仕掛けづくりにチャレンジし

ていきたいと意気込む。

3 ．中小企業が地域密着で「稼ぐ力」
を得るために

　本稿で取り上げた4つの事例から、「地域密

着で稼ぐ力」を得るためのポイントを整理す

ると図表23のとおりとなる。取材させてい

ただいた4社すべての共通点として、強い

“地元愛”が経営理念の底流にあることが挙

げられる。それを前提としたうえで、経営者

の行動力もしくは組織の機動力、加えて自社

独自の高い技術力を活かして、長期的な視野

に立って地道に地域密着の活動に取り組んで

いることが挙げられる。

　例えば、（株）日本海コンサルタントは、会

長・社長の“地域との共生”という強い使命

感の下、「技術力」を活かした企画提案力で、

地元・金沢市が取り組む公共レンタサイクル

「まちのり」の運営・管理を請け負ってい

る。自社にとって新たな分野に果敢にチャレ

ンジしていく経営姿勢は、自社の新たな“強

み”の創造につながっている。また、アマテ

ラスは、“生まれ育った淡路島を活気ある島に

したい”、“自分が動かなければ”という熱い

想いの下、市議会議員等の経験で培った人脈

や行動力を活かし、主に来島するサイクリス

トのためのレストラン兼ペンションを開業す

る等、ロードバイクで淡路島を盛り上げよう

と努めている。（有）朝日スポーツセンター・

イシケンスポーツ瀬谷店は、価格以外でのき

め細やかなサービスに徹しながら、“スポーツ

や健康を通じて地域のお役に立ちたい”とい

（注）28	．午前9時から午後6時まで。1日あたり30件以上の問合せに対応している。
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う熱い想いの下、ボランティアで地元のス

ポーツイベントの事務局として関わることの

ほか、今後は地域のお客様の健康維持の手伝

いにも力を入れながら、本業との相乗効果を

生もうとしている。（株）アクアサウンドは、

独自の高い技術力を基に、“わが国をトップク

ラスの海洋国家にする”という壮大な想いの

下、海洋研究者や漁業関係者のニーズを満た

す製品を開発し、今後は、地元の漁協との協

業をきっかけに飛躍しようとしている。

　信用金庫としては、“地域とともに”あるい

は“地域のために”を謳う地域金融機関とし

て、こうした地域密着の活動に前向きに取り

組む事業者を“後押し”する“潤滑油”のよ

うな役割が求められるのではなかろうか。

むすびにかえて

　信金中央金庫	地域・中小企業研究所では、

2017年度を通じた調査テーマとして「稼ぐ

力」を掲げ、「IT活用」、「海外展開」、「新規事

業」、「地域密着」というそれぞれの切り口か

ら、当研究所で四半期ごとにとりまとめてい

る「全国中小企業景気動向調査」の調査結果

等も手がかりに、全国各地の信用金庫の協力

を得ながら訪問取材を重ねながら、シリーズ

化してきた。

図表23 　「稼ぐ力」の“源”と成果・効果
社　名 業　種 稼ぐ力の“源” 成果・効果

㈱アクアサウンド 製造業
（水中音響機器）

（理念）
・	海洋音響にかかる仕事はすべて解決するという
強い想い。

（技術力）
・	社員7名が水中音響技術のスペシャリストである。
（その他）
・	顧客（海洋研究者）のために、日本初の超音波
発信機（ピンガー）を開発した。

高度な水中音響技術力を活かして、海
洋研究者のために開発した「ピンガー」
を応用し、漁協関係者の悩みを解決す
る「網深度計」を開発した。地元漁業
の生産性向上に貢献し、自社の収益に
も寄与する好循環を生もうとしている。

㈲朝日スポーツセ
ンター・イシケンス
ポーツ瀬谷店

小売業
（スポーツ用品

販売）

（理念）
・	地域の競技スポーツ、健康スポーツを支える。
（行動力）
・	シューフィッターやフットケアトレーナーの資格
を取得し、親身な接客販売を行っている。

（その他）
・	地元・瀬谷区のスポーツイベントの事務局をボ
ランティアで行い、スポーツ振興を図っている。

価格以外でのきめ細かなサービスを武
器に学校関連の取引を拡大している。
店頭では親身な接客対応で固定客を増
やしている。一方で長年、瀬谷区内の
スポーツイベントに積極的に事務局と
して関わることで、スポーツ関係者と
の接点が深まり、本業との相乗効果を
生んでいる。

アマテラス サービス業
（宿泊・飲食業）

（理念）
・	淡路島を盛り上げたいという強い想い。地元の
商工会青年部での積極的な活動や市議の経験。

（行動力）
・	「やるかやらないか」という行動力で、ペン
ション「アマテラス」を開業し、「淡路島自転
車推進協議会」も設立。

（その他）
・	サイクリスト目線のサービス。

サイクリスト向けのペンション施設「ア
マテラス」を開業した。さまざまなイベ
ント・ツアーを企画し、サイクリストの間
で知られる存在になりつつある。それ以
外にも地元の一般客のカフェ・レストラ
ンの利用も増加しているほか、ハンドメ
イド教室等を開催するなど地元住民の憩
いの場ともなっており、地元密着の活動
が着実に収益に結びついている。

㈱日本海コンサル
タント

建設コンサル
タント業

（建設コンサル
タント）

（理念）
・	建設コンサルタントとして地域との共生に挑戦
している。

（技術力）
・	「資格取得援助制度」や「社内技術士会」によ
る人材育成の充実。

（その他）
・	市、地元企業、市民との協力関係構築。

レンタサイクル事業「まちのり」は新し
い分野の挑戦であったが、持ち前の技
術力と地元へ貢献する熱意で事業を軌
道に乗せた。その結果、「新しいことに
チャレンジする会社」、「自転車に強い会
社」として認知され、本業と相乗効果
により収益にも繋がっている。

（備考		）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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　『2016年版	中小企業白書』では、第2部第

6章（中小企業の稼ぐ力を決定づける経営

力）の結びにおいて、「…経営者が、現場の声

にしっかりと耳を傾けつつ、経営理念を明示

し、金融機関等の外部の専門家と連携しなが

ら組織的な経営を行い、IT投資や海外展開

投資等の成長投資を積極的に行い、生産性向

上や新陳代謝に取り組み、自らの稼ぐ力を向

上させていくことを期待して…」とコメント

し、冒頭の概略で、「金融機関等との良好な関

係を構築しつつ、稼ぐ力に向けた投資を実行

していくためには、経営者の経営力が極めて

重要となる。」と要約している。

　4回にわたった本シリーズで取り上げた事

例をみても、中小企業あるいは小規模事業者

では、社員全員の顔が見えるがゆえに、経営

者の姿勢が色濃く出やすいといえる。一連の

取材を通じて、中小企業が「稼ぐ力」を得る

ための“解”にまで至ることは難しかったも

のの、いくつかの“鍵”は浮かび上がったよ

うに思う。すべての事例企業の共通点とし

て、企業理念ともいえる経営者の“熱い想

い”が大前提としてあり、その「熱い想い」

から独自色が生み出される。その独自色の上

に、経営者が、「技術力」、「行動力」、「広い視

野」、「人脈」、「地元愛」などのさまざまな要素

をバランスよくミックスすることにより、そ

の企業独特の「強み」を生むのだろう。その

「強み」が、時系列に“深み”を徐々に増し

ていくことにより「稼ぐ力」が決定づけられ

るのではないだろうか（図表24）。

図表24 　「稼ぐ力」とは

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

〈 参考文献 〉

・	信金中央金庫	地域中小企業研究所	ニュース＆トピックス（2017.10.18）『中小企業の地域活動への参加と経営への影響
－地域活動に積極参加する中小企業ほど業況が良い傾向－』
・	中小企業庁編（2014年、2015年）『2014年版／2015年版	中小企業白書』
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（キーワード）　�中小企業数の減少、開業率の改善、信用金庫、創業支援策、�
新たな担い手発掘

（視　点）

　わが国では、開業率の低下などを要因に、中小企業（小規模事業者を含む）の事業所数が減

少している。地域経済の担い手である中小企業の減少は、雇用機会の損失だけでなく、日本経

済全体の活力低下につながる恐れもある。こうしたなか、産学官民をあげた多様な創業支援策

が実施されているが、なかなか事業所数の増加にまで結び付いていないのが実態であろう。新

たな担い手の発掘と育成に向け、地域金融・中小企業金融機関である信用金庫への期待はこれ

まで以上に高まりつつある。

　そこで本稿では、創業支援、なかでも新たな担い手の発掘に積極的な信用金庫の事例を紹介

しつつ、新たな担い手発掘の必要性について考察してみた。

（要　旨）

●	わが国では開業率が廃業率を下回る状況が続いており、中小企業数の減少が深刻となって

いる。

●	開業率の改善に向けて、全国では産学官民をあげた創業支援が活発に行われており、地域

金融・中小企業金融機関である信用金庫への期待は大きい。

●	信用金庫の創業支援策は、大きく創業前の支援と創業後の支援とに分かれるが、本稿では

創業前の支援を中心に、湘南信用金庫、帯広信用金庫、さわやか信用金庫の取組事例を紹

介する。

●	実施にあたっては、信用金庫を取り巻く地域特性や競合状況などに応じた施策が必要と

なる。

調 査

信用金庫の創業支援策について
－新たな担い手発掘の強化が必要－

信金中央金庫 地域・中小企業研究所研究員

関　恵祐
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はじめに　　　

　わが国では、開業率の低下などを要因に、

中小企業（小規模事業者を含む）の事業所数

が減少している。地域経済の担い手である中

小企業の減少は、雇用機会の損失だけでな

く、日本経済全体の活力低下につながる恐れ

もある。こうしたなか、産学官民をあげた多

様な創業支援策が実施されているが、なかな

か事業所数の増加にまで結び付いていないの

が実態であろう。新たな担い手の発掘と育成

に向けて、地域金融・中小企業金融機関であ

る信用金庫への期待はこれまで以上に高まり

つつある。

　そこで本稿では、創業支援、なかでも新た

な担い手の発掘に積極的な信用金庫の事例を

紹介しつつ、新たな担い手発掘の必要性につ

いて考察してみた。

1.中小企業の現状について

（1）業況判断DIの推移

　わが国の経済は、2008年のリーマンショッ

クを直近の底として回復傾向にあり、中小企

業についても緩やかな改善を示している。日

本銀行の『全国企業短期経済観測調査』（日銀

短観）をみると、大企業の業況判断DIは2009

年第1四半期のマイナス45.0から2017年第4

四半期には25.0にまで上昇した（図表1）。中

小企業の業況判断DIに関しても同期間にマ

イナス47.0から11.0へとプラスに転じている。

　また、より小規模な事業所を対象とする信

金中央金庫	地域・中小企業研究所の『全国

中小企業景気動向調査』でも同様に、業況判

断DIがマイナス55.3からプラス1.2に改善す

るなど（プラス転換は1991年以来26年ぶ

り）、大企業だけでなく中小企業についても

総じて業況の改善がうかがえる。
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大企業（日銀短観）
中小企業（日銀短観）
中小企業（業況判断DI）

（DI）

（年）

 図表1　業況判断DIの推移

（備考）1	．日銀短観の業況判断DIは、最近の業況について「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を
引いたもの
2	．日本銀行『全国企業短期経済観測調査』、信金中央金庫『全国中小企業景気動向調査』をもとに信金中央金庫	地
域・中小企業研究所作成
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	（2）中小企業数の減少

　足元の景気は回復傾向にあるものの、わが

国の事業所数については減少傾向が続いてい

る。総務省の『事業所・企業統計調査』では、

1986～89年の5,428千件をピークに2012～14

年の3,891千件へと事業所数が減少している。

　この要因の1つとして、開業率の低下があ

げられる。同省「経済センサス調査」の開業

率と廃業率の推移をみると、1986～89年に

開業率と廃業率が逆転して以降、廃業率が常

に開業率を上回っている状況にある（図表2）。

　続いて、各国の開業率を比較すると、わが

国の開業率は欧米諸国を下回って推移して

いる（図表3）。

　欧米諸国のうち、2001年対比で2015年の

開業率が上昇した国をみると、英国では包括

的な中小企業施策の充実が、フランスでは個

人事業主制度の整備に伴う簡易申請のみで起

業できる制度の構築があげられている（注1）。

 2．信用金庫の創業支援について　

（1）信用金庫に求められる役割

　わが国の開業率が低い要因には、①創業に

0
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 図表2　開業率と廃業率の推移

（備考）1	．開業率とは、ある特定の期間において、「新規に開設された事業所を年平均にならした数」を「期首において既に
存在していた事業所数」で割ったもの。廃業率も同様に「廃業となった事業所数を年平均にならした数」を「期首
において既に存在していた事業所数で割ったもの
2	．総務省『事業所・企業統計調査』『経済センサス調査』をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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図表3　各国の開業率の比較

（備考）1	．各国により開業率の算定方法は異なる。
2	．中小企業庁『中小企業白書』（2017年版）をも
とに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）1	．中小企業庁『中小企業白書』（各年版）
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対する消極的なイメージの存在、②創業に向

けた資金調達方法などの知識不足、などがあ

るとされる。

　こうした課題を克服するため、近年は産学

官民をあげた創業支援策が活発に行われてお

り、なかでも地域金融・中小企業金融機関で

ある信用金庫の活躍に期待が集まっている。

フェイス・トゥ・フェイスの地域密着型経営

を強みとする信用金庫は、創業を希望・計画

する人、実際に創業間もない人（法人・個人

事業主）に寄り添ったきめ細かいサポートを

行うことが可能である。また、創業後もこれ

までの支援実績を活かして、ライフステージ

ごとの支援を提供することも可能である。一

般に創業時に必要とされる資金は小口のケー

スが多く、採算面などから大手金融機関では

手掛けにくいとされている。

　上記を踏まえると、信用金庫の創業支援策

は大きく、①創業前の支援（担い手の発掘）

と、②創業後の支援（担い手の育成）の2つ

に分かれる（図表4）。単に創業資金を融資す

るだけでなく、創業を計画する個人の発掘か

ら、創業先の経営が安定軌道に乗るまでの一

連のコンサルティング業務が不可欠である。

①　創業前の支援

　創業前の支援は、創業に興味のある個人

や具体的に創業を計画している個人などを

対象とした施策であり、創業セミナーやビ

ジネスコンテスト、学生向け教育などがあ

る。わが国では、創業ノウハウなどの専門

知識を学ぶ場が不足しているため、事業計

画や資金調達計画の作成といった分野で信

用金庫が支援する余地は大きい。また、創

業を希望する個人を集め、創業を後押しす

る手法としてビジネスコンテストを開催す

る信用金庫や、中長期的な啓蒙活動として

学生向けセミナーに取り組む信用金庫など

もある。

②　創業後の支援

　創業後の支援は、創業間もない法人・個

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表4　創業支援の代表例
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人事業主を対象とする施策であり、第一に

創業資金融資の実行があげられる。繰り返

しとなるが、創業支援は目先の融資実行だ

けでなく、創業者ごとの抱える課題に応じ

たコンサルティング業務の実施が求められ

る。具体的には事業が軌道に乗るよう、販

路拡大や人材育成などの支援を行う信用金

庫がみられる。ただし、こうした取組みに

ついては創業間もない先だけでなく、一般

の事業者に対しても実施しており、創業支

援だからといって異なる対応は不要との意

見もある。

　信用金庫は、創業前の支援から創業後の

支援までの一連の支援策を間断なく実施し

ていく必要がある。ただしヒアリングした

複数の信用金庫からは、『既に創業した法

人等への支援策も大切であるが、そもそも

の創業の裾野を広げるための施策に注力す

るべき』との意見があった。また、営業推

進面では、『創業を計画する段階から関

わった顧客との密着度合が強ければ、競合

金融機関の低金利攻勢に対抗できる』との

意見もあった。

　そこで、本稿では創業前の取組みに焦点

をあて、個別信用金庫の事例を紹介する。

（2）信用金庫の取組事例

　本稿では、湘南信用金庫、帯広信用金庫、

さわやか信用金庫の3金庫の創業前支援への

取組みを紹介する。これらの3金庫は、創業

を希望・計画する新たな担い手を発掘するた

め創意工夫を凝らしている。

ケース1　湘南信用金庫（図表5）

①　支援体制

　神奈川県横須賀市に本店を置く湘南信用

金庫は、地域に根ざした金融機関として、

「つくろう	わが街	果たそう	役割」を永遠

のテーマとし、顧客とともに発展していく

ことを経営方針に掲げている。

　同金庫は、2013年4月、顧客の抱える課

題・問題を解決するため「チーム湘南」を

発足させた。チーム湘南は、本部・営業統

括部の担当者のほか各支店に2人（男性1・

女性1）を配置した総勢100人からなる組

織で、本支店一体となって顧客の課題解決

に臨んでいる。創業支援についても主に

チーム湘南が担当し、必要に応じて外部機

関と協力して取り組んでいる。

②　鎌倉創業応援特別セミナーの概要

　同金庫は、地元の横須賀市、逗子市、

三浦市、葉山町、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川

町と連携し、創業セミナーを開催してい

る。以下では、同金庫が鎌倉商工会議所と

共催で実施している「鎌倉創業応援特別セ

ミナー～“創業へいざ鎌倉！”オール鎌倉

で目指す4日間～」を事例として取り上げ

図表5　金庫概要
信 用 金 庫 名
理 事 長 名
本 店 所 在 地
創 立
預 金 残 高
貸 出 金 残 高
常勤役職員数

湘南信用金庫
石渡　卓
神奈川県横須賀市
1924年3月
1兆867億円
6,434億円
707人

（注）2017年3月末現在
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る（図表6）。

　同セミナーは、鎌倉市内で創業を考えて

いる個人・または創業間もない個人事業主

等を対象としている。全4回の講義は金庫

職員と外部講師による座学形式で実施する

ほか、特別講師として創業先による事例発

表（創業時のエピソードなど）も行われ

る。特に、資金調達などの財務面について

は、同金庫の中小企業診断士も講師を務

め、創業資金の調達方法や留意点について

ノウハウを提供している。

　同金庫は、HPへの情報掲載、営業店へ

のパンフレット備え置きのほか、商工会議

所などの連携先にも当該パンフレットを備

え置くことで受講者を募集している。

③　今後の計画

　これまで同セミナーを3回開催し、120

人が受講した。2018年3月現在、18先の創

業が実現している。同金庫では、現状のセ

ミナーは座学中心の構成となっているた

め、受講者のモチベーション向上の面で課

題があると考えている。今後は創業先によ

る事例発表の充実に力を入れていく方針で

ある。

　また、地域に寄り添うパートナーとして

「創業支援なら湘南信用金庫」というイ

メージを地元に植え付ける活動を継続する

方針である。

ケース2　帯広信用金庫（図表7）

①　支援体制

　北海道帯広市に本店を置く帯広信用金庫

は、「第二創世紀	共創とかち～豊かな十勝

の未来のために～」の実現に向けて、地域

活性化戦略の1つである創業しやすい地域

づくりを目指す。同金庫は、それまで営業

推進部で行っていた創業支援、事業承継支

援などの各種経営支援と審査部で行ってい

た経営改善・事業再生支援を統合する形で

2014年4月に経営コンサルティング室を創

設し、中小企業経営者向けの各種情報提供

図表7　金庫概要
信 用 金 庫 名
理 事 長 名
本 店 所 在 地
創 立
預 金 残 高
貸 出 金 残 高
常勤役職員数

帯広信用金庫
髙橋　常夫
北海道帯広市
1916年5月	
6,825億円
2,936億円
420人

（注）2017年3月末現在

図表6　鎌倉創業応援特別セミナーの概要（2017年度） 

主 催 湘南信用金庫・鎌倉商工会議所

対 象 者 ①鎌倉市内で創業を考えている個人、②創業間もない個人事業主等

定 員 50人（先着順）

日程および
カリキュラム

第1回：4月20日（木）・・・起業力アップ
第2回：4月27日（木）・・・販売力アップ、成功事例に学ぶ
第3回：5月11日（木）・・・財務力アップ
第4回：5月18日（木）・・・開業手続き・人材育成、成功事例に学ぶ

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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やアドバイス、さらには課題解決へのコン

サルティングに取り組んでいる。2018年3

月現在、同室は、中小企業診断士など4人

で構成される。

　同金庫は2000年から創業支援に熱心に

取り組んでおり、地元では地銀や日本政策

金融公庫等の競合他行を上回る支援実績を

誇る。営業店職員まで創業支援の意識が浸

透しており、金庫をあげた創業支援活動を

展開している。

②　女性創業セミナーの概要

　同金庫の創業支援策の柱として、「とか

ち・イノベーション・プログラム」（注2）と、

「おびしん女性創業セミナー」がある。以

下では、「第3回おびしん女性創業セミ

ナー」を事例として取り上げる（図表8・9）。

　同セミナーは、1～2年以内の創業を希望

する女性を対象としており、定員は15人

である。女性をターゲットに創業セミナー

を開催する理由は、（男女混合のセミナー

より）女性のみの方が本音を語り合いやす

いこと、地元商工会議所が開催する創業セ

ミナーとの重複を避けることなどがある。

　同セミナーの講師は同金庫の職員が務め

る。セミナーでは主に創業に対するマイン

ドの向上を狙っており、個別性が高い専門

知識（財務・創業手続など）の講義は最低

限に留め、不足する部分は経営コンサル

ティング室の窓口相談に誘導している。む

しろ、受講者同士のネットワーク作りやモ

チベーション向上を重視しており、ディス

カッションの時間を多く設定している。

図表9　女性創業セミナーの様子（講義）

（備考）帯広信用金庫	撮影

図表8　第3回おびしん女性創業セミナーの概要（2017年度）

主 催 帯広信用金庫

対 象 者 1～2年を目途に創業を目指す女性

定 員 15人

日程および
カリキュラム

第1回：1月25日（木）・・・先輩女性創業者の講話
第2回：2月	 1日（木）	・・・	成功している創業者の実例

ビジネスプランの立て方（マーケティング）
第3回：2月	 8日（木）	・・・ビジネスプランの立て方（売上・利益計画）
第4回：2月15日（木）・・・	ビジネスプラン概要書の作成

ブラッシュアップ
第5回：3月	 1日（木）	・・・	創業手続きに関する基礎知識	

事業計画書の作成とブラッシュアップ
第6回：3月10日（土）・・・ビジネスプランの発表（5分間）・交流会

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）2	．信金中金月報2017年9月号『「創業・第二創業」と信用金庫－その支援のあり方は多種多様－』を参照
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　募集にあたっては、地元紙への広告掲載

のほか、各種セミナーなどの際に同セミ

ナーを周知している。地元において創業セ

ミナーの周知が進んでいることもあり、定

員15人に対して、例年30人程度の応募が

あるが、定員を超えても受け入れている。

③　今後の計画

　創業セミナーの実績として、過去2回の

受講者（約60人）のうち10数人が開業済

であり、具体的な創業計画が進んでいる先

も複数ある。

　同金庫では、継続して同セミナーを実施

していく予定である。数年で終了する取組

みにするのではなく、永続的に創業セミ

ナーを実施できる体制を構築することが必

要と考えている。こうした施策により、将

来的には「創業するなら十勝・帯広」とし

て地域の知名度を上げたい、と考えている。

ケース3　さわやか信用金庫（図表10）

①　支援体制

　東京都港区に本店を置くさわやか信用金

庫は、急激な金融環境の変化に対応し、今

後も地域金融機関として社会的使命を果た

していくため、2016年11月、「新三位一体

改革」を策定し、2017年度から本格的に

取り組んでいる。創業支援についても顧客

の課題解決の一環として重視し、本部・コ

ンサルティングセンターおよびシンクタン

ク子会社の㈱さわやかリサーチを中心に体

制を強化している。

　なお、同金庫は日本政策金融公庫と連携

し、主に創業後5年以内の同金庫営業エリ

ア内の企業へのフォローアップ策である

「さわやか創業フォローアップスキーム

『順風満帆』」の取扱いを2018年1月に開始

した。

②　ビジネス創造コンテストの概要

　同金庫は、地元の大田区・品川区などと

連携し、「大田区ビジネスプランコンテス

ト」「ビジネス創造コンテスト」「ウーマン

ズビジネスグランプリ」などに協賛、さわ

やか信用金庫賞を提供している。以下で

は、ビジネスコンテストへの協賛事例とし

て「第8回ビジネス創造コンテスト」を取

り上げる（図表11）。

　同コンテストは、品川区および（財）品川

ビジネスクラブが幅広い視点から様々な社

会課題を解決するためのビジネスアイデア

を募集するもので、全国からの応募が可能

である。これは開催の目的が、新たなビジ

ネスを品川から発信するためであり、品川

へのベンチャー企業などの集積を目指して

いるためである。

　なお、第8回コンテストについては全国

図表10　金庫概要
信 用 金 庫 名
理 事 長 名
本 店 所 在 地
創 立
預 金 残 高
貸 出 金 残 高
常勤役職員数

さわやか信用金庫
篠　啓友
東京都港区
1926年11月	
1兆4,962億円
8,017億円
1,227人

（注）2017年3月末現在
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から168件の応募があった。2月に開催し

た最終プレゼンテーションには10人が登

壇し、ビジネスアイデアを披露した。同金

庫は同コンテストに協賛し、「さわやか信

用金庫賞」を贈呈している（図表12）。

　同クラブの事務局からは、地元密着の信

用金庫に対し大きな期待が寄せられてお

り、今後は受賞者の具体的な創業支援策な

どの面で連携を密にしていきたいとのこと

である。

③　今後の計画

　同金庫は、ライフステージに応じた支援

の一環として、創業時における課題解決の

強化を図っていく考えである。顧客の課題

解決に向けたコンサルティング業務におい

て、現在は外部機関を活用した支援が中心

だが、将来的にはノウハウを蓄積して金庫

独自のコンサルティング・スキルの確保を

目指している。そのためにも、顧客目線の

徹底と課題解決型営業の強化に取り組んで

いる。

3 ．信用金庫が創業支援に取り組むに
あたって　　　　　

　信用金庫の創業支援は、各信用金庫を取り

巻く地域特性や競合状況などを勘案し、自金

庫に適した形で実施していくことが重要であ

る。創業支援に取り組む目的は、創業のきっ

かけ作り、革新的なアイデアによる地域活性

化など様々だろうが、根底にあるのは地域発

展から取引先の拡大を図っていくことであ

り、将来に亘って信用金庫が盤石な経営基盤

を築いていくことである。だからこそ、長期

図表12　ビジネス創造コンテスト（表彰式）

（備考）信金中央金庫　地域・中小企業研究所撮影

図表11　第8回ビジネス創造コンテストの概要

主 催 品川区・（財）品川ビジネスクラブ

応 募 資 格 品川区内・区外を問わず応募可能

募 集 内 容 幅広い視点から様々な社会課題を解決するためのビジネスアイデア

審 査 基 準 「新規性」「実現性」「市場性」を総合的に審査し決定

日 程

ア イ デ ア 募 集：10月1日（日）～11月30日（木）
書　類　審　査：12月上旬から下旬
面　接　審　査：2月6日（火）
最終審査と表彰式：2月19日（月）

（備考）1	．品川ビジネスクラブ　http://www.shinagawa-businessclub.jp/	
Win-Winのネットワーク構築、新規ビジネスの創造、会員同士のフラットな交流を目指す会員制による新しいタイ
プの公的産業支援機関
2	．信金中央金庫　地域・中小企業研究所作成
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的な目線で支援を実施し、収益源となる企業

を育成していくことが大切であろう。

　長期的な施策として共通しているポイント

は、①創業意欲の向上、②各自治体との連携

である。創業関連知識の提供は大事である

が、それだけでは創業者は増加しにくく、前

項で取組事例をあげたように各信用金庫で工

夫した支援が必要となる。

①　創業意欲の向上

　創業意欲の向上は、多くの創業者を発掘

する重要な要素である。創業支援の結果と

して重要なのは、信用金庫の支援を受けた

人数のうち、実際に創業できた人数であ

る。1人でも多くの創業者を増やすべく産

学官民をあげた取組みを実施しているが、

結果に結び付いていない面もある。各信用

金庫の創業セミナー参加者の感想をみる

と、創業間もない先の体験談やセミナーの

参加者同士での意見交換については評価が

高い傾向にある。創業の後押しになるとと

もに、創業後の経営のヒントとしても有

効、との意見もある。

②　各自治体との連携

　各自治体との連携は、創業先に対して実

効性のある支援を提供することため、不可

欠である。地域金融機関と自治体は様々な

情報を所有しているが、全てを網羅してい

るわけではない。足りない情報を共有し合

うことで自治体との相乗効果も期待でき

る。また、信用金庫による単独支援では金

庫の認知度が低いと創業希望者を集めるの

に苦労する場合があるため、自治体との連

携により、創業支援の認知度を高める役割

も期待できる（図表13）。

　これまで述べた①創業意欲の向上、②自

治体との連携は多くの金庫にとって重要と

創業支援
（備考）信金中央金庫　地域・中小企業研究所作成

図表13　信用金庫の連携図
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考えるが、②の自治体との連携が期待でき

ない地域については、③支援の内製化も

重要といえる。

③　支援の内製化

　支援の内製化は、継続性の高い支援体制

を信用金庫として構築することである。支

援開始直後は外部機関の利用によるノウハ

ウ取得が有効だが、費用面やノウハウの蓄

積を考えると、金庫独自で取り組む支援の

方が長期的には大切となる（図表14）。そ

こでは、高度な専門知識を提供することを

メインにするのではなく、創業意欲の向上

に重点を置くことが重要である。例えば、

情報交換の機会を提供することや事業計画

の前向きなブラッシュアップなどが求めら

れるだろう。

　地域金融機関である信用金庫として最終

的に求められるのは、「永続的に取り組ん

でいく創業支援」である。創業支援の効果

については即効性がなく、長期目線で見て

初めて効果が表れるものである。だからこ

そ、創業者の発掘を強化することが地域金

融機関として重要であり、地域社会から期

待されているのではないだろうか。

おわりに　　

　本稿では創業前に関する支援を中心に述べ

てきたが、創業後の支援も重要と考える。創

業後の支援は、本部主体の支援ではなく、本

部・営業店一体となった取組みが成功のカギ

となる。創業直後は、営業担当者の訪問は敬

遠される傾向にあるようだが、本部主導の

下、経営者を積極的に支援する意識を営業店

に構築することが重要となる。

　営業店の意識改革の1つとして、定例訪問、

業況報告、店舗評価の配点変更なども考えら

れるだろう。営業担当者が訪問しやすい環境

を整備する方策として、経営相談に関するパ

ンフレットを活用していくことも有効だろう。

　また、費用対効果を考慮した支援策とし

て、コンサルティング業務に特化するのも1

（備考）信金中央金庫　地域・中小企業研究所作成

図表14　単独支援の取組みポイント
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つの策である。施策の開始時は、コンサル会

社と提携して取り組み、徐々に事業ノウハウ

を学びながら独立した運営体制を構築してい

く。コンサルティング業務を通じて、フィー

ビジネスの獲得に取り組むことも重要と思わ

れる。
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2018年3月）

7日 ● 特許庁、「地域団体商標ガイドブック2018」を公表 資料1

9日 ● 中小企業庁、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を改正 資料2

13日 ● 日本銀行、「2018年度の考査の実施方針等について」を公表 資料3

14日 ○ 日本銀行、ITを活用した金融の高度化に関するワークショップ（第3期）（第3回
「クラウドの戦略的活用」）（2018年2月8日開催）について公表（浜松信用金庫	理
事	イノベーション推進部長	津倉	昭彦氏も参加）

○ 経済産業省、熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間（2018年3月14
日まで）を6月14日まで延長

15日 ○ 中小企業庁、平成28年度熊本地震復旧等予備費予算「中小企業等グループ施設等
復旧整備補助事業」の交付を決定（熊本第一信用金庫が代表者であるグループを
含む熊本県の30グループに対して。うち29グループが、これまでに一部の構成員
が交付決定を受けている。）

19日 ● 中小企業庁、軽減税率対策補助金のパンフレットを改訂 資料4

23日 ● 内閣府地方創生推進事務局および国土交通省、地方創生に資する不動産流動化・
証券化事例集を公表

資料5

○ 中小企業庁、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする
中小企業信用保険法の特例措置の適用期限を１年延長（2019年3月31日まで）す
ると公表

26日 ● 中小企業庁、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」および「はばたく商店街
30選」を選定、公表

資料6

○ 国土交通省、一般財団法人民間都市開発推進機構と朝日信用金庫によるマネジメ
ント型まちづくりファンドである「谷根千まちづくりファンド」の設立、出資を
公表（東京都内の谷中・根津・千駄木を中心としたエリアにおいて、「生活文化資
源」とされている風情ある古民家等のリノベーション事業を支援するのが目的）

27日 ○ 中小企業庁、「中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定を
公表（本改正は、経営力向上計画の認定に係る厚生労働大臣の権限を地方支分部
局の長へ委任するとともに、所要の経過措置等を措置するもので、2018年3月30
日公布、4月1日施行）

○ 国土交通省、平成30年地価公示の結果を公表

○ まち・ひと・しごと創生本部、地域経済分析システム【RESAS（リーサス）】の最
新データの更新、データの変更（外国人訪問分析のデータ追加、外国人入出国空
港分析・外国人移動相関分析のデータ入替え）を実施

28日 ● 中小企業庁、第151回中小企業景況調査（2018年1-3月期）の結果を公表 資料7

29日 ● 中小企業庁、「中小企業の災害対応の強化に関する研究会	中間報告書	～中小企業
における災害対応強靭化に向けて～」を公表

資料8

● 中小企業庁、「平成29年中小企業実態基本調査(平成28年度決算実績）」速報を公表 資料9
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（資料 1）

特許庁、「地域団体商標ガイドブック2018」を公表（3 月 7 日）

　特許庁は、「地域団体商標ガイドブック2018」を作成した。今年から、登録されている地域団体商

標の紹介を産品別に掲載し、より検索しやすいように変更した。本冊子に掲載された活用事例 6例は、

以下のとおり。

○ 金融庁、貸金業関係資料集を更新

○ 日本銀行、高知で「業務改革に関する地域ワークショップ（第2回）」（2018年3月
1日開催）について公表（高知信用金庫	理事長	山﨑	久留美氏、幡多信用金庫	理
事	業務部長	大森	昭広氏が参加）

○ 経済産業省、消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査（2月調査）の調査結果
を公表

30日 ● 金融庁、金融機関等における送金取引等についての確認事項等について公表 資料10

● 中小企業庁、平成29年度予算「事業承継ネットワーク事業」の取組みについて公
表

資料11

● 国土交通省、地方再生のモデル都市として32都市を選定、公表 資料12

○ 金融庁、経営強化計画等の履行状況（平成29年9月期）について公表（宮古、気仙
沼、石巻、あぶくまの各信用金庫および信金中央金庫について言及）

○ 金融庁、銀行持株会社に対する子会社取得	(株式会社関西みらいフィナンシャル
グループに対して、株式会社みなと銀行および株式会社関西アーバン銀行を子会
社とすること）	を認可

○ 金融庁、銀行持株会社に対する子会社取得（株式会社りそなホールディングスに
対して、株式会社みなと銀行および株式会社関西アーバン銀行を子会社とするこ
と）を認可

○ 金融庁、株式会社三重銀行および株式会社第三銀行に対し、銀行持株会社「株式
会社三十三フィナンシャルグループ」の設立を認可

○ 金融庁、「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・地域金融機関向けの
総合的な監督指針」を一部改正（銀行およびその子会社等における取引先企業に
対する人材紹介業務の取扱いが可能であることを明確化）

○ 金融庁、「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談へ
の対応に際してのマニュアル」を公表

○ 経済産業省、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする
「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を延長（2019年3月31日まで）
する政令の閣議決定を公表

○ 中小企業庁、平成30年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを作成、公表

○ 国土交通省、「世界に誇れる日本の美しい景観・まちづくり～全国47都道府県の景観を
活かしたまちづくりと効果～」を作成、公表

○ 総務省、「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」を公表

※	「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。

　「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。
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（1）	キーワードは「北海道ブランド」～「十勝若牛」（北海道）の事例～

　「十勝」という地名が入った商標権の取得により、商品のブランド価値が向上、単価アップ、取引先

の増加に役立った。

（2）	キーワードは「他地域へのPR」～「能登丼」（石川県）の事例～

　地域団体商標の取得により地域が一致団結し、積極的に県外に向けてPRを行い、新たな名物とし

て確立した。

（3）	キーワードは「人材育成」、「自社ブランド」～「豊岡鞄」（兵庫県）の事例～

　地域団体商標の取得をきっかけに、まちが一体となって人材育成に力を入れ、後継者の育成に成功

した。

（4）	キーワードは「品質管理」、「海外」～「今治タオル」（愛媛県）の事例～

　徹底した品質管理とブランド化の取組みで商品の単価が5割アップ。海外展開にも成功した。

（5）	キーワードは「6次産業化」～「桜島小みかん」（鹿児島県）の事例～

　地域団体商標として確立したブランドをもとに、県外の知名度アップと加工品販売を実現した。

（6）	キーワードは「地域団体商標とGI」、「海外」～「十勝川西長いも」（北海道）の事例～

　地域団体商標と農林水産物等の地理的表示（GI）保護制度をうまく使い分け、効率的に知的財

産の保護をしている。

（http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm 参照）

（資料 2）

中小企業庁、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を改正（3 月 9 日）

　特定ものづくり基盤技術とは、ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり基盤技術のうち、

それを活用する事業活動の相当部分が中小企業・小規模事業者によって行われるものであり、中小企

業・小規模事業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化や新たな事業の創出

に特に資するものをいい、現在、情報処理技術や精密加工技術など、12の技術が指定されている。

　特定ものづくり基盤技術高度化指針は、中小企業・小規模事業者によるものづくり基盤技術に関す

る研究開発およびその成果の利用を促進するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する

法律に基づいて定めるものである。

　本指針は、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）等の申請に必要となる中小ものづくり

高度化法の法認定の認定基準となるものであり、また、中小企業・小規模事業者のものづくり技術の

高度化を促進するためのガイドラインとしての役割・機能を果たすものとなっている。

　未来投資戦略 2017（2017 年 6月9日閣議決定）での指摘を踏まえ、今回、特定ものづくり基盤

技術高度化指針にIoTやAI 等の新たな技術革新を踏まえた研究開発等が盛り込まれた。今後、こう

した研究開発等がサポイン事業や中小ものづくり高度化法の法認定による支援の対象として認められるこ

とになる。

（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180309sapoin.htm 参照）
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（資料 3）

日本銀行、「2018 年度の考査の実施方針等について」を公表（3 月 13 日）

　日本銀行は、「2018 年度の考査の実施方針等について」を公表した。うち、「3．2018 年度の考

査の実施方針	（2）考査を実施する上での重点事項」の中で示されたものは以下のとおり。

イ. 収益力

　●	持続性の高い利益の確保

ロ.ガバナンス

　●	自己資本および収益力とリスクのバランスを踏まえた経営管理

　●	ガバナンスの有効性確保

　●	海外 G-SIFIs	の在日拠点のガバナンス体制の確認

　●	内部監査を通じた自律的なリスク管理の充実

　●	経営管理・リスク管理に必要な情報把握体制の整備

ハ . 信用リスク管理

　●	適切な審査・管理と融資戦略に見合った体制の整備

　●	海外関連与信の管理強化

　●	大口・集中リスクの管理強化

　●	企業の活力向上支援

ニ . 市場リスク管理

　●	経営陣の市場リスク管理への適切な関与

　●	運用戦略・手法に見合ったリスク管理の実践

ホ. 流動性リスク管理

　●	リスクプロファイルを踏まえた管理体制の整備

ヘ .オペレーショナルリスク管理

　●	IT	等の活用の進展を踏まえたリスク管理体制の整備

　●	サイバーセキュリティ管理体制の整備・強化

　●	システムリスク管理体制の整備・強化

　●	業務継続体制の実効性向上

（http://www.boj.or.jp/finsys/exam_monit/exampolicy/kpolicy18.pdf 参照）

（資料 4）

中小企業庁、軽減税率対策補助金のパンフレットを改訂（3 月 19 日）

　中小企業庁は、2019 年 10月の消費税 10%への引上げと同時に導入される軽減税率制度への対

応のための補助金をわかりやすく解説した「今日から始める消費税軽減税率対策」と「消費税軽減税

率まるかわりBOOK」のパンフレットを改訂した。
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　軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者は、レジの入替えや改修等を行う際に補助金

が受けられるが、今回、補助金の申請期間の延長等を実施している。同庁は、中小企業・小規模事

業者に対しては、本制度を活用した早めの準備を求めている。また、支援機関やメーカー、ベンダーに

対しては、本パンフレットを活用して早めの対応を促すように周知するよう求めている。

（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180319zeiseikaisei.htm 参照）

（資料 5）

内閣府地方創生推進事務局および国土交通省、地方創生に資する不動産流動化・証券化事例集

を公表（3 月 23 日）

　内閣府地方創生推進事務局および国土交通省は、地方創生に資する不動産流動化・証券化事例

集を取りまとめた。

　地方都市において、空き店舗や古民家等の遊休不動産が増加する一方で、地域資源を活用し、新

たなしごとの創出、観光振興や健康長寿など、地方で拡大が見込まれるニーズに応じた地方創生の取

組みが進められている。そこで、これらを結びつけ、「不動産の所有と利用・運営の分離」を図るなど、

地域に眠る不動産を「稼げる不動産」、「地域価値を高める不動産」に転換していくことが求められて

いる。

　本事例集では、こうした地方創生に資する不動産流動化・証券化を推進する観点から、各地で実

践された以下の14の事例の概要を紹介している。

①商業等複合施設（6件）

　（岩手県紫波町、山形県鶴岡市、石川県小松市、静岡県藤枝市、福岡県北九州市、宮崎県宮崎市）

②観光交流施設（5件）

　（千葉県南房総市、神奈川県湯河原町、長野県山ノ内町、兵庫県篠山市、広島県尾道市）

③ヘルスケア施設（3件）

　（北海道恵庭市、東京都日野市・多摩市、鳥取県米子市）

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/seisaku_package/jirei_gaiyou.html 参照）

（資料 6）

中小企業庁、「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」および「はばたく商店街 30 選」を選定、

公表（3 月 26 日）

　中小企業庁は、「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」および「はばたく商店街 30 選」を

選定した。

　我が国の事業者の99％を占める中小企業・小規模事業者は、地域経済と雇用を支えていることに加

え、我が国の国際競争力と経済活力の源泉である。また、地域の暮らしを支える生活基盤である商店

街は、地域の魅力を発信し、地域の活力を向上させる要の存在である。
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　一方で老舗と言われるような歴史や技術を有する中小企業・小規模事業者の事業承継、新規事業

への展開や、グローバル競争の激化に対応する事業者においては、人手不足への課題に対応するこ

とが求められている。

　こうした課題に対応すべく、本年は「生産性向上」、「需要獲得」、「担い手確保」の各分野での

優れた取組みを行う事業者を「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」として、「インバウンド」、「地

域協働」、「新陳代謝」、「生産性向上」の4つの分野で効果的な取組みを行う商店街を「はばたく

商店街 30 選」として選定した。

（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180326monozukuri.htm 参照）

（資料 7）

中小企業庁、第 151 回中小企業景況調査（2018 年 1-3 月期）の結果を公表（3 月 28 日）

　中小企業庁は、第 151 回中小企業景況調査（2018 年 1-3月期）の結果を公表した。2018 年

1-3月期の全産業の業況判断D.I. は、前期（2017 年 10-12月期）比で0.5ポイント上昇の△ 13.9と

なり、2 期連続で上昇した。産業別にみると製造業 D.I. は、同 2.2ポイント低下の△ 10.1となり、非

製造業D.I. は、同 1.3	ポイント上昇の△ 15.3となっている。

（http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/keikyo/index.htm 参照）

（資料 8）

中小企業庁、「中小企業の災害対応の強化に関する研究会 中間報告書 ～中小企業における災害

対応強靭化に向けて～」を公表（3 月 29 日）

　中小企業庁は、「中小企業の災害対応の強化に関する研究会	中間報告書	～中小企業における災

害対応強靭化に向けて～」を公表した。この報告書は、被災中小企業に対する支援のあり方および

自然災害に対する強靭な中小企業経営を確保するための取組課題等について取りまとめたものである。

概要の構成は以下のとおり。

1．本報告書作成の背景

2．中小企業における事前対策

（1）BCP等の普及の現状

（2）BCP普及等のための取組強化について

　① BCPの本質を理解した取組みの普及促進

　② BCP促進のためのインセンティブ

　③サプライチェーンや地域における面的な取組み

　④高台移転等の推進

　⑤損害保険・共済の一層の普及

3．被災中小企業への支援
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（1）これまでの被災中小企業支援の現状

（2）今後の対応策

　①災害時における国の役割と地方との関係

　②地域ごとの支援について

　③被災中小企業に対する補助金による支援の安定化

（http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/saigaikyoka/2018/180328saigaikyokatorim

atome.htm 参照）

（資料 9）

中小企業庁、「平成 29 年中小企業実態基本調査（平成 28 年度決算実績）」速報を公表（3 月 29 日）

（速報のポイント）
● 売上高は492 兆 5,728 億円（前年度比 1.5％増）、経常利益は20 兆 2,975 億円（同 9.3％増）
●	法人企業の付加価値額は118 兆 4,286 億円（前年度比 2.8％増）
●		海外に子会社、関連会社または事業所を所有する法人企業の割合は1.0％（前年度差 0.1ポイント

上昇）
●	新製品または新技術の研究開発を行った法人企業の割合は2.3％（前年度差 0.0ポイント低下）
●		特許権・実用新案権・意匠権・商標権を所有する法人企業の割合は5.7％（前年度差0.3ポイント上昇）

（http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/180329chousa.htm 参照）

（資料 10）

金融庁、金融機関等における送金取引等についての確認事項等について公表（3 月 30 日）

　金融庁は、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与対策の実施

を確保し、さらに促進する観点から、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

の項目のうち、送金取引に重点を置いて基本的な確認事項等を取りまとめ、各金融機関等に発出した。

確認事項の概要は以下のとおり。

●		送金取引を受け付けるに当たって、営業店等の職員が、個々の顧客および取引に不自然・不合理

な点がないか等につき、下記その他自らの定める検証点に沿って、確認・調査することとしているか。

（検証点の例示（抄））

　・送金申込みのあった支店で取引を行うことについて、合理的な理由があるか

　・	顧客またはその実質的支配者は、マネロン・テロ資金供与リスクが高いとされる国・地域に拠点を

置いていないか

　・短期間のうちに頻繁に行われる送金に当たらないか

　・顧客の年齢や職業・事業内容等に照らして、送金目的や送金金額に不合理な点がないか
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　・口座開設時の取引目的と送金依頼時の送金目的に齟齬がないか

　・	これまで資金の動きがない口座に突如多額の入出金が行われる等、取引頻度および金額に不合

理な点がないか

●		上記の検証点に該当する場合その他自らが定める高リスク類型に該当する取引について、営業店等

の職員において、顧客に聞取りを行い、信頼に足る証跡を求める等により、追加で顧客・取引に関

する実態確認・調査をすることとしているか。また、当該確認・調査結果等を営業店等の長や本部

の所管部門長等に報告し、個別に取引の承認を得ることとしているか。
●		その他、防止体制等、ITシステムによる取引検知、疑わしい取引の届出、他の金融機関等を通じ

た送金取引、教育・研修等

（https://www.fsa.go.jp/news/30/20180330amlcft/20180330amlcft.html 参照）

（資料 11）

中小企業庁、平成 29 年度予算「事業承継ネットワーク事業」の取組みについて公表（3 月 30 日）

　中小企業庁は、平成 29 年度予算「事業承継ネットワーク事業」の取組みについて公表した。

〈事業承継ネットワークについて〉
●		事業承継に向けた気付きの機会を提供し、その準備を促すことを目的に、2017 年度から、都道府

県単位で、商工会・商工会議所、金融機関等の身近な支援機関から構成される「事業承継ネットワー

ク」を構築する事業を開始
●		「事業承継診断」等を通じた「プッシュ型」の情報提供を行い、事業引継ぎ支援センターやよろず

支援拠点等の各種専門支援機関に繋いで、企業の課題に応じた支援を実施

〈2017 年度事業承継ネットワークの実施状況〉
●		2017 年度は、全国 19の県で事業承継ネットワーク地域事務局を担う事業者を採択
●		県独自で取り組む地域（4県）を含めて全国協議会を組成し、各地のベストプラクティスの横展開な

どにより、全国的な支援体制の構築を推進

〈事業承継ネットワークの概要〉
●		事業承継ネットワークにおいては、主に以下の3つの観点から事業を実施する。

　	①都道府県における事業承継支援体制の整備、②事業承継診断の実施（PDCAサイクル）、

　③事業承継支援に関する連携体制の構築
●		今後は、事業承継ネットワークを全国に展開するとともに、掘り起こされたニーズに対して地域の専門

家が個別支援を行うことを予定
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（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180330shoukei.htm 参照）

（資料 12）

国土交通省、地方再生のモデル都市として 32 都市を選定、公表（3 月 30 日）

　国土交通省では、内閣府（地方創生推進事務局）と連携し、都市のコンパクト化と地域の稼ぐ力

の向上に、ハード・ソフト両面から総合的に取り組む地方再生のモデル都市（地方再生コンパクトシティ）

として、32 都市を選定した。

　今後、国土交通省と内閣府（地方創生推進事務局）は、国やUR都市機構の職員によるハンズ

オン支援（地方再生パートナー制度）を含め、各種支援メニューにより、モデル都市の取組みを集中

的に支援し、目に見える形での都市の再生を目指す。

　モデル都市に対して、以下の支援メニューにより、2018 年度から3年間集中支援する。

　ハード：社会資本整備総合交付金（都市再構築事業、都市公園・緑地等事業等）

　ソフト：地方創生推進交付金（内閣府）、民間まちづくり活動促進・普及啓発事業	等

　さらに、国やUR都市機構の職員がモデル都市に対して、ハンズオン支援し、全国のモデル事例と

なるよう、目に見える形で都市の再生を実現し、全国に横展開する。

（http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000036.html 参照）
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信 金 中 金 だ よ り 

信金中央金庫　地域・中小企業研究所活動記録（3月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執	筆	者

18.3.5 ニュース＆トピックス 29-70 さわやか信用金庫のプラチナセミナー開催について	
－ブランド力向上を目指した取組み－

関　恵祐

18.3.5 内外金利・為替見通し 29-12 日銀正副総裁人事は、大規模緩和の継続を求める現政権の
意向を反映

角田　匠	
奥津智彦

18.3.13 産業企業情報 29-18 中小企業の経営改善のための資金繰り支援への挑戦	
－AI（人工知能）を取り入れながら地域金融機関向けへ展開－

藁品和寿

18.3.14 内外経済・金融動向 29-5 中小企業の財務状況からみた設備投資・賃上げ余力	
－中小企業における収益性分析、付加価値分析、安全性分
析による考察－

峯岸直輝

18.3.16 産業企業情報 29-19 中小企業における経営者の健康管理と事業の継続	
－経営者の健康問題を事業継続の危機につなげないために－

品田雄志

18.3.27 産業企業情報 29-20 事業承継問題の陰に潜む“技能・ノウハウ”の承継問題	
－経営者のバトンタッチだけでは完結しない現場レベルの
承継問題を考える－

鉢嶺　実

18.3.27 産業企業情報 29-21 中小企業の「稼ぐ力」④
－地域密着による「稼ぐ力」への挑戦－

馬場亮太	
藁品和寿

18.3.29 内外経済・金融動向 29-6 日本経済の中期展望
－18～22年度の年平均成長率は名目1.4％、実質0.6％と予測－

角田　匠
奥津智彦

18.3.29 金融調査情報 29-33 信用金庫の創業支援策について	
－新たな担い手発掘の強化が必要－

関　恵祐

18.3.29 ニュース＆トピックス 29-72 さわやか信用金庫と日本政策金融公庫との協調融資制度
さわやか創業フォローアップスキーム「順風満帆」の取扱い
開始について

関　恵祐
刀禰和之

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主　催 講	師	等

18.3.8 講演 日本、米国、欧州の経済の現状
および今後の見通し

市場業務研修 湘南信用金庫 奥津智彦

18.3.14 講演 2018年の経済見通し さんしん未来塾 三条信用金庫 角田　匠

18.3.16 講演 環境変化に挑む中小企業の経
営事例Ⅱ－最近の事業承継（Ｍ
＆Ａ）事例と併せて－

人形町支店若手経営者の会　勉
強会

興産信用金庫 鉢嶺　実
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実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主　催 講	師	等

18.3.22 講演 平成30年の経済見通し しののめしんきん伊勢崎会　経
済講演会

しののめ信用金庫 奥津智彦

3．原稿掲載
発行日 タ　　イ　　ト　　ル 掲載紙 発　行 執 筆 者

18.3.19 トレンド〈米国経済〉 週刊金融財政事情 金融財政事情研究会 角田　匠
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

     （1）業態別預貯金等
      （2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降との数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel 03‒5202‒7671　Fax 03‒3278‒7048

信用金庫の合併等

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金

地区別預金

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金

地区別貸出金

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
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1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金
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○対象分野は、当研究所の研究分野でもある「地域」「中小企業」「協同組織」に関連する金融・

経済分野とし、これら分野の研究の奨励を通じて、研究者の育成を図り、もって我が国におけ

る当該分野の学術研究振興に寄与することを目的としています。

○かかる目的を効果的に実現するため、本論文募集は、①懸賞論文と異なり、募集期限を設けな

い随時募集として息の長い取組みを目指していること、②要改善点を指摘し、加筆修正後の再

応募を認める場合があること、を特徴としています。

○信金中金月報への応募論文の掲載可否は、編集委員会が委嘱する審査員の審査結果に基づき、

編集委員会が決定するという、いわゆるレフェリー制を採用しており、本月報に掲載された論

文は当研究所ホームページにも掲載することで、広く一般に公表する機会を設けております。

詳しくは、当研究所ホームページ（http://www.scbri.jp/）に掲載されている募集要項等をご

参照ください。

  編集委員会 （敬称略、順不同）

 委 員 長 小川英治 一橋大学大学院 商学研究科教授

 副委員長 藤野次雄 横浜市立大学名誉教授・国際マネジメント研究科客員教授

 委　　員 勝　悦子 明治大学 政治経済学部教授

 委　　員 齋藤一朗 小樽商科大学大学院 商学研究科教授

 委　　員 家森信善 神戸大学 経済経営研究所教授

問い合わせ先

信金中央金庫 地域・中小企業研究所「信金中金月報掲載論文」募集事務局（担当：荻野、大島、岸本）

Tel : 03（5202）7671／Fax : 03（3278）7048

「信金中金月報掲載論文」募集のお知らせ ホームページのご案内

【ホームページの主なコンテンツ】
○当研究所の概要、活動状況、組織
○各種レポート
　内外経済、中小企業金融、地域金融、
　協同組織金融、産業・企業動向等
○刊行物
　信金中金月報、全国信用金庫概況・統計等
○信用金庫統計
　日本語／英語
○論文募集

【URL】
 http://www.scbri.jp/

　当研究所のホームページでは、当研究所の調査研究成果である各種レポート、信金中金月報のほか、統計デー
タ等を掲示し、広く一般の方のご利用に供しておりますのでご活用ください。
　また、「ご意見・ご要望窓口」を設置しておりますので、当研究所の調査研究や活動等に関しまして広くご意
見等をお寄せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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